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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．従業員数は、委託加工工場の従業員数（第54期中 20,768人、第54期 15,490人、第55期中 20,149人、第

55期 16,717人、第56期中 12,330人）を含めて表示しております。 

３．第55期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号

平成17年12月９日）を適用しております。 

４．第55期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損

失であるため記載しておりません。 

５．第56期中の潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、１株当たり中間純損失であり、また、希薄化

効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

回次 第54期中 第55期中 第56期中 第54期 第55期 

会計期間 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成17年 
９月30日 

自 平成18年 
４月１日 

至 平成18年 
９月30日 

自 平成19年 
４月１日 

至 平成19年 
９月30日 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成18年 
３月31日 

自 平成18年 
４月１日 

至 平成19年 
３月31日 

売上高（百万円） 169,553 163,151 156,317 360,885 396,712 

経常利益（百万円） 17,675 12,301 5,053 27,461 26,591 

中間(当期)純利益又は中間

（当期）純損失（△） 

（百万円） 

11,545 6,990 △4,245 21,596 △3,665 

純資産額（百万円） 185,983 197,303 176,825 197,870 187,361 

総資産額（百万円） 279,323 298,523 283,967 288,524 272,811 

１株当たり純資産額（円） 5,328.73 5,738.76 5,175.32 5,752.92 5,484.38 

１株当たり中間（当期）純利

益又は１株当たり中間（当

期）純損失（△）（円） 

328.99 203.50 △124.52 620.02 △107.01 

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益（円） 
328.47 203.23 － 619.08 － 

自己資本比率（％） 66.58 65.98 62.14 68.58 68.54 

営業活動によるキャッシュ・

フロー（百万円） 
△13,182 10,710 8,835 △14,195 46,507 

投資活動によるキャッシュ・

フロー（百万円） 
△4,136 6,563 △3,017 △47,610 3,038 

財務活動によるキャッシュ・

フロー（百万円） 
5,619 △8,956 △4,482 9,204 △26,564 

現金及び現金同等物の中間期

末（期末）残高（百万円） 
94,146 66,069 92,214 58,587 83,320 

従業員数（人） 25,113 23,715 15,296 19,515 20,036 



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．第55期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号

平成17年12月９日）を適用しております。 

３．第55期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損

失であるため記載しておりません。 

４．第56期中の潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。 

回次 第54期中 第55期中 第56期中 第54期 第55期 

会計期間 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成17年 
９月30日 

自 平成18年 
４月１日 

至 平成18年 
９月30日 

自 平成19年 
４月１日 

至 平成19年 
９月30日 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成18年 
３月31日 

自 平成18年 
４月１日 

至 平成19年 
３月31日 

売上高（百万円） 192,927 198,126 129,650 313,194 336,941 

経常利益（百万円） 14,283 13,104 24,188 17,177 17,317 

中間(当期)純利益又は当期純

損失（△）（百万円） 
7,986 6,609 17,299 11,161 △20,150 

資本金（百万円） 31,131 31,261 31,280 31,240 31,278 

発行済株式総数（株） 36,073,096 36,100,296 36,104,196 36,095,896 36,103,896 

純資産額（百万円） 102,903 101,695 87,007 100,601 71,129 

総資産額（百万円） 172,028 204,326 146,047 141,353 119,350 

１株当たり純資産額（円） 2,948.35 2,963.08 2,552.04 2,924.89 2,086.30 

１株当たり中間（当期）純利

益又は１株当たり当期純損失

（△）（円） 

227.57 192.41 507.43 320.45 △588.29 

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益（円） 
227.22 192.16 － 319.97 － 

１株当たり配当額（円） － － － 55.00 55.00 

自己資本比率（％） 59.82 49.77 59.58 71.17 59.60 

従業員数 

(外、平均臨時雇用者数)(人) 

1,224 

(170) 

1,244 

(217) 

1,213 

(221) 

1,188 

(185) 

1,249 

(214) 



２【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更は

ありません。また、主要な関係会社における異動もありません。  

３【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員であります。 

２．事業区分をしていないため、製造及び販売部門等に区分して記載しております。 

３．製造部門の従業員数には、委託加工工場の従業員数（12,330人）を含めて表示しております。 

４．従業員数が前連結会計年度末に比べ4,740人減少しましたのは、主に中国委託加工工場の減産に伴い、同工

場の従業員が減少したことによるものであります。 

(2）提出会社の状況 

 （注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は当中間会計期間の平均人員を［ ］外数で表示しております。 

(3）労働組合の状況 

 労使関係は良好であり、特記すべき事項はありません。 

  平成19年９月30日現在

区分 従業員数（人） 

製造部門 13,390   

販売部門 618   

全社（共通） 1,288   

合計 15,296   

  平成19年９月30日現在

従業員数（人） 1,213［221］ 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当中間連結会計期間における世界経済は、米国におきましては、住宅市場の冷え込みなど景気の減速傾向がみら

れました。アジアにおきましては、高成長が続く中国を中心に景気は堅調な推移となりました。欧州につきまして

は、ドイツやフランスは輸出や消費の増加などから景気回復がみられ、英国も引き続き堅調な推移となりました。

 一方、わが国におきましては、好調な輸出に支えられた製造業を中心とする企業収益の改善により設備投資が増

加し、底堅い景気の推移となりました。 

 当民生用電気機器業界におきましては、アナログ製品からデジタル製品へ移行が促進する中、ブラウン管テレビ

やビデオの市場が縮小する一方、液晶テレビの世界的な需要は急速に拡大しております。しかし、同製品の競争は

一層激化し製品価格が引き続き下落するなど厳しい環境が続きました。 

 当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）では液晶テレビの需要拡大に対応し拡販を進める一方、

キーパーツである液晶パネルの調達面において、台湾の有力パネルメーカーとの戦略的提携関係を活かしきれず、

従来から取引のあった他のメーカー中心の調達体制をとりました。しかし、同社の経営難により調達が困難とな

り、他の複数のメーカーから調達を図るなどの混乱が生じました。このため、必要な数量が確保できない状況とな

り、市場からの液晶テレビの強い引き合いに対応できない事態となりました。また、パネル価格も市場全体の需給

逼迫の影響により上昇傾向がみられたことから当社グループの収益が圧迫される厳しい環境となりました。 

 この結果、当中間連結会計期間の売上高は156,317百万円（前年同期比4.2％減）となりました。利益面につきま

しては、営業利益はテレビ関連の収益悪化などにより2,069百万円（前年同期比80.0％減）、経常利益は金融収支

の改善はありましたが5,053百万円（前年同期比58.9％減）となりました。また、ブラウン管テレビ市場の縮小を

踏まえて、同製品の製造子会社であるFUNAI ELECTRIC (MALAYSIA) SDN.BHD.を解散したことに伴う特別損失874百

万円に加え、FUNAI ELECTRIC (MALAYSIA) SDN.BHD.と船井電機(香港)有限公司の海外連結子会社２社から当社に対

して23,908百万円の配当を実施した結果、子会社の所在地国と日本国との税率差等による追加税額6,291百万円が

発生したことなどにより中間純損失は4,245百万円（前年同期6,990百万円の中間純利益）となりました。 

 当社グループの事業はすべて電気機械器具の製造販売に集約されており、事業区分はしておりませんが、機器別

の売上高は次のとおりであります。 

①映像機器 

 映像機器では、世界的な需要拡大がみられた液晶テレビは売上げを伸ばしましたが、市場縮小が著しいブラウン

管テレビは大幅減収となり、北米市場で需要の一巡感がみられるＤＶＤ関連製品もビデオ一体型製品を中心にプレ

ーヤ、レコーダともに減少いたしました。その結果、当該機器の売上高は98,062百万円（前年同期比2.5％減）と

なりました。 

②情報機器 

 情報機器では、プリンターは複合機（スキャナー、コピー機能付き）の受注増加により増収となりましたが、デ

ジタルスチルカメラはＯＥＭ先からの受注減により大幅な減少となりました。その結果、当該機器の売上高は

45,265百万円（前年同期比7.7％減）となりました。 

③その他 

 上記機器以外の売上高は12,989百万円（前年同期比3.8％減）となりました。 



 所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

①日本 

 外部顧客に対する売上高は81,831百万円（前年同期比4.3％減）、営業利益は1,327百万円（前年同期比90.5％

減）となりました。 

②北米 

 外部顧客に対する売上高は61,223百万円（前年同期比3.2％減）、営業損失は2,869百万円（前年同期1,581百万

円の損失）となりました。 

③アジア 

 外部顧客に対する売上高は1,002百万円（前年同期比46.4％減）、営業利益は2,576百万円（前年同期比20.2％

減）となりました。 

④欧州 

 外部顧客に対する売上高は12,259百万円（前年同期比2.0％減）、営業損失は260百万円（前年同期3,440百万円

の損失）となりました。 

(2）キャッシュ・フロー 

 当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、たな卸資産の減

少、連結子会社の決算期変更に伴う増加等による収入により、前中間連結会計期間末に比べ26,145百万円

（39.6％）増加し、当中間連結会計期間末には92,214百万円となりました。 

 当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間における営業活動の結果獲得した資金は8,835百万円であり、前中間連結会計期間に比べ

1,875百万円（17.5％）減少となりました。これは主にたな卸資産は減少いたしましたが、税金等調整前中間純利

益及び仕入債務等が減少したことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間における投資活動の結果使用した資金は3,017百万円（前中間連結会計期間は6,563百万円の

獲得）となりました。これは主に投資有価証券の売却等が減少したことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間における財務活動の結果使用した資金は4,482百万円であり、前中間連結会計期間に比べ

4,474百万円（50.0％）減少となりました。これは主に短期借入金の減少によるものであります。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当中間連結会計期間の生産実績は次のとおりであります。 

 （注）１．金額は製造価格によっております。 

２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

(2）受注状況 

 当社グループ（当社及び連結子会社、以下同じ。）が販売している自己ブランド製品は需要予測による見込生産

を行っております。従いまして、受注状況は記載しておりません。 

(3）販売実績 

 当中間連結会計期間の販売実績は次のとおりであります。 

 （注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

２．前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対

する割合は、次のとおりであります。なお、金額には消費税等は含まれておりません。 

機器 金額（百万円） 前年同期比（％） 

映像機器 79,322 △7.8 

情報機器 38,926 52.7 

その他 1,766 △23.0 

合計 120,014 5.4 

機器 金額（百万円） 前年同期比（％） 

映像機器 98,062 △2.5 

情報機器 45,265 △7.7 

その他 12,989 △3.8 

合計 156,317 △4.2 

相手先 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

金額(百万円) 割合（％） 金額(百万円) 割合（％） 

SOJITZ PRINTER CORPORATION － － 42,106 26.9 

WAL-MART STORES,INC. 35,680 21.9 39,703 25.4 

ITXイー・グローバレッジ㈱ 39,892 24.5 － － 



３【対処すべき課題】 

 当中間連結会計期間において、新たに発生した事業上及び財務上の対処すべき課題は次のとおりであります。 

液晶テレビ用パネルの安定調達について 

 液晶テレビ市場において製品の旺盛な需要に対してキーパーツであるパネルの供給不足が顕著となりました。この

傾向は当面続くと予想され、当社のパネル調達の環境は厳しい状況にあります。提携関係にある台湾の有力パネルメ

ーカーとの関係強化をより一層推進し、同社を主軸とする安定的な調達体制を構築する必要があります。 

４【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、新たに締結した重要な契約は次のとおりであります。 

 技術受入契約 

契約会社名 相手方の名称 国名 契約品目 契約内容 契約期間 

船井電機㈱ 
トムソン・ライセンシン

グ Ｓ．Ａ． 
フランス

デジタルテレ

ビ他 
特許実施権の許諾 

自 平成19年９月30日 

契約特許存続期間中 



５【研究開発活動】 

 当エレクトロニクス業界におきましては、全世界規模で急激にデジタル化が進み、ＡＶ市場とＩＴ市場が融合さ

れ、新たな市場が形成される兆しが顕著に伺えます。市場ニーズもより多様化しております。 

 当社グループは、市場ニーズに呼応した高品質かつコストパフォーマンスの良好な製品をタイミング良く市場に投

入するという当社の強みを一層発揮させることに加え、デジタル化・ネットワーク化を先取りして競争力向上を図る

ことを目的に研究開発を進めております。 

 当中間連結会計期間におきましては、今後益々市場のニーズが高まると期待されます光ディスク関連技術、デジタ

ル対応映像技術及び高精細表示技術の開発について、自社開発力の強化を継続するとともに、他社との積極的な技術

提携を図り、それらを活用した製品化に積極的に取り組んでまいりました。 

 研究開発につきましては、当社の開発技術部及び各事業部に所属する技術部門等が推進しており、当中間連結会計

期間の研究開発費の総額は7,750百万円でありました。 

 当社グループの事業は、電気機械器具の製造販売であり、事業区分はしておりませんが、当中間連結会計期間にお

ける主要な研究開発活動の概要は、次のとおりであります。 

(1）テレビ関連技術 

 高精細表示技術として、フラットパネルディスプレイの画像品位を高めるため、当社特有の画像処理エンジンを

開発し、これを搭載した液晶テレビを市場投入しております。また、倍速表示技術、フルＨＤ対応技術にも取り組

んでおります。 

 米国向けでは、地上波対応の液晶テレビの世代更新と高機能化を進めております。 

 国内向けでは、地上・ＢＳ・110度ＣＳデジタルチューナー対応の液晶テレビを市場投入し、高機能化を進めて

おります。 

 欧州向けにつきましても地上波デジタル放送普及に対応した液晶テレビの開発を進めております。 

 また、将来の家庭用機器のホーム・ネットワークシステム接続に対応した有線・無線の高速、大容量のデジタル

データ伝送のインターフェースとしてＰＬＣ及び無線ＬＡＮ対応テレビを開発いたしました。 

(2）光ディスク関連技術 

 ブルーレイディスク再生機の製品開発を進めており、当下期に市場投入予定であります。また、その主要コンポ

ーネント開発も継続しております。 

(3）新製品 

 デジタルスチルカメラの画像印刷装置として、昇華型プリンターの第２世代機を開発し、当下期に市場投入する

予定であります。その他、ポータブル機器の開発に取り組んでおり、ワンセグテレビにつきましても当下期に市場

投入する予定であります。 

(4）研究所 

 株式会社船井電機新応用技術研究所を、ナノテクノロジーの対応を機軸とした研究所として運営しております。

当社の将来ビジョンに即した製品の要素技術開発及びデバイス開発の基盤確立を行っております。その研究過程で

得た成果の知的財産、公的プロジェクトへの採択等の成果も現れてきております。 

(5）知的財産戦略 

 デジタルテレビ分野におきましては、トムソン・グループとの提携によって取得した特定特許の専用実施権や当

社独自の特許を活用し、他社との差別化を図っております。また、積極的な特許出願や他社とのアライアンスによ

り、知的財産の強化及びその有効活用を進めております。 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

 当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はあり

ません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

 （注）「提出日現在発行数」には、平成19年12月１日からこの半期報告書提出日までのストック・オプションの権利行

使により発行されたものは含まれておりません。 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 80,000,000 

計 80,000,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成19年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成19年12月21日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容 

普通株式 36,104,196 36,104,196 

東京証券取引所 

大阪証券取引所 

各市場第一部 

－ 

計 36,104,196 36,104,196 － － 



(2）【新株予約権等の状況】 

① 旧商法第280条ノ19（平成13年改正前商法）の規定に基づく新株引受権 

（平成13年６月27日定時株主総会決議） 

 （注）「新株予約権の目的となる株式の数」は、特別決議における新株発行予定数から既に発行した株式数及び権利喪

失により発行しなくなった株式数を減じております。 

  
中間会計期間末現在 
（平成19年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年11月30日） 

新株予約権の数（個） － － 

新株予約権のうち自己新株予約権の数

（個） 
－ － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 311,600 311,600 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 9,549 同左 

新株予約権の行使期間 
平成16年１月１日から 

平成22年12月31日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する

場合の株式の発行価格及び資本組入額

（円） 

発行価格   9,549 

資本組入額  4,775 
同左 

新株予約権の行使の条件 

・新株予約権行使時においても当

社の取締役又は従業員であるこ

とを要する。 

・新株予約権に関するその他の細

目については、平成13年６月27

日開催の定時株主総会の決議に

基づく取締役会決議による。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
・新株予約権の譲渡、質入その他

の処分又は相続は認めない。 
同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付

に関する事項 
－ － 



② 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権 

（平成14年６月26日定時株主総会決議） 

  
中間会計期間末現在 
（平成19年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年11月30日） 

新株予約権の数（個） 3,996 3,996 

新株予約権のうち自己新株予約権の数

（個） 
－ － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 399,600 399,600 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 15,150 同左 

新株予約権の行使期間 
平成16年８月１日から 

平成23年７月31日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する

場合の株式の発行価格及び資本組入額

（円） 

発行価格  15,150 

資本組入額  7,575 
同左 

新株予約権の行使の条件 

・新株予約権行使時における条件 

① 当社又は当社子会社の取締

役、監査役、従業員、当社

又は当社子会社と締結した

顧問契約による顧問のいず

れかであること。 

② 当社又は当社子会社と締結

した顧問契約による顧問で

あること。 

③ 当社又は当社子会社と締結

した契約による社外コンサ

ルタント及び研究者のいず

れかであること。 

・その他の細目については、取締

役会決議に基づき、当社と新株

予約権の割当を受けた者との間

で締結した契約に定めるところ

による。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
・新株予約権を譲渡するには取締

役会の承認を要する。 
同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付

に関する事項 
－ － 



（平成15年６月25日定時株主総会決議） 

  
中間会計期間末現在 
（平成19年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年11月30日） 

新株予約権の数（個） 3,785 3,785 

新株予約権のうち自己新株予約権の数

（個） 
－ － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 378,500 378,500 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 13,646 同左 

新株予約権の行使期間 
平成17年８月１日から 

平成24年７月31日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する

場合の株式の発行価格及び資本組入額

（円） 

発行価格  13,646 

資本組入額  6,823 
同左 

新株予約権の行使の条件 

・新株予約権行使時における条件 

① 当社又は当社子会社の取締

役、監査役、従業員、当社

又は当社子会社と締結した

顧問契約による顧問のいず

れかであること。 

② 当社又は当社子会社と締結

した顧問契約による顧問で

あること。 

③ 当社又は当社子会社と締結

した契約による社外コンサ

ルタント及び研究者のいず

れかであること。 

・その他の細目については、取締

役会決議に基づき、当社と新株

予約権の割当を受けた者との間

で締結した契約に定めるところ

による。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
・新株予約権を譲渡するには取締

役会の承認を要する。 
同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付

に関する事項 
－ － 



（平成16年６月24日定時株主総会決議） 

（ア）平成16年７月13日取締役会決議分 

  
中間会計期間末現在 
（平成19年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年11月30日） 

新株予約権の数（個） 3,599 3,599 

新株予約権のうち自己新株予約権の数

（個） 
－ － 

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 359,900 359,900 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 16,167 同左 

新株予約権の行使期間 
平成18年８月１日から 

平成25年７月31日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する

場合の株式の発行価格及び資本組入額

（円） 

発行価格  16,167  

資本組入額  8,084  
同左 

新株予約権の行使の条件 

・新株予約権行使時における条件 

① 当社もしくは当社子会社の

取締役、監査役、従業員又

は当社もしくは当社子会社

と締結した顧問契約による

顧問のいずれかであるこ

と。  

② 当社又は当社子会社と締結

した顧問契約による顧問で

あること。  

③ 当社又は当社子会社と締結

した契約による社外コンサ

ルタント及び社外研究者の

いずれかであること。  

・その他の細目については、取締

役会決議に基づき、当社と新株

予約権の割当を受けた者との間

で締結した契約に定めるところ

による。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
・新株予約権を譲渡するには取締

役会の承認を要する。 
同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付

に関する事項 
－ － 



（平成16年６月24日定時株主総会決議） 

（イ）平成16年８月５日取締役会決議分 

  
中間会計期間末現在 
（平成19年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年11月30日） 

新株予約権の数（個） 256 256 

新株予約権のうち自己新株予約権の数

（個） 
－ － 

新株予約権の目的となる株式の種類   普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 25,600 25,600 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 16,836 同左 

新株予約権の行使期間 
 平成18年８月１日から 

 平成25年７月31日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する

場合の株式の発行価格及び資本組入額

（円） 

発行価格  16,836   

資本組入額  8,418  
同左 

新株予約権の行使の条件 

・新株予約権行使時における条件 

① 当社もしくは当社子会社の

取締役、監査役、従業員又

は当社もしくは当社子会社

と締結した顧問契約による

顧問のいずれかであるこ

と。  

② 当社又は当社子会社と締結

した顧問契約による顧問で

あること。  

③ 当社又は当社子会社と締結

した契約による社外コンサ

ルタント及び社外研究者の

いずれかであること。  

・その他の細目については、取締

役会決議に基づき、当社と新株

予約権の割当を受けた者との間

で締結した契約に定めるところ

による。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
・新株予約権を譲渡するには取締

役会の承認を要する。 
同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付

に関する事項 
－ － 



（平成17年６月23日定時株主総会決議） 

（注）「新株予約権の目的となる株式の数」は、特別決議における新株発行予定数から既に発行した株式数及び権利喪失

により発行しなくなった株式数を減じております。 

  
中間会計期間末現在 
（平成19年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年11月30日） 

新株予約権の数（個） 3,464 3,464 

新株予約権のうち自己新株予約権の数

（個） 
－ － 

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 346,400 346,400 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 12,369 同左 

新株予約権の行使期間 
平成19年８月１日から 

平成26年７月31日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する

場合の株式の発行価格及び資本組入額

（円） 

発行価格  12,369  

資本組入額  6,185  
同左 

新株予約権の行使の条件 

・新株予約権行使時における条件 

① 当社もしくは関係会社の取

締役、執行役、執行役員、

監査役、従業員又は当社も

しくは関係会社と締結した

顧問契約による顧問のいず

れかであること。 

② 当社又は関係会社と締結し

た顧問契約による顧問であ

ること。 

③ 当社又は関係会社と締結し

た契約による社外コンサル

タント及び社外研究者のい

ずれかであること。 

・その他の細目については、取締

役会決議に基づき、当社と新株

予約権の割当を受けた者との間

で締結した契約に定めるところ

による。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
・新株予約権を譲渡するには取締

役会の承認を要する。 
同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付

に関する事項 
－ － 



(3）【ライツプランの内容】 

 該当事項はありません。 

(4）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

（注）ストック・オプションの権利行使による増加であります。 

年月日 
発行済株式総
数増減数 

（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金増
減額(百万円) 

資本準備金残
高（百万円） 

平成19年４月１日～

平成19年９月30日

（注） 

300 36,104,196 1 31,280 1 32,806 



(5）【大株主の状況】 

 （注）１．日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数は全

て信託業務に係るものであります。 

２．ジャーディン フレミング投信・投資顧問株式会社（現ジェー・ピー・モルガン・フレミング・アセット・

マネジメント・ジャパン株式会社）及びその共同保有者２者から平成11年10月15日付で大量保有報告書の提

出があり、平成11年９月30日現在で当社株式を次のとおり保有している旨の報告を受けておりますが、当社

として平成19年９月30日現在における所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めてお

りません。 

なお、大量保有報告書の内容は次のとおりであります。 

※１．「所有内容」の株式数は平成11年10月15日付の大量保有報告書に記載されていた株式数であり、そ

の後、当社は平成12年９月11日付で株式１株を３株に株式分割しております。 

２．平成13年10月15日付で変更報告書の提出があり、同社は平成13年９月30日付でジャーディン フレ

ミング投信・投資顧問株式会社から商号変更したものであります。 

  平成19年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

船井 哲良 大阪市中央区 12,829 35.54 

船井電機株式会社 大阪府大東市中垣内７丁目７番１号 2,010 5.57 

船井 哲雄 北海道旭川市 1,739 4.82 

日本トラスティ・サービス信
託銀行株式会社 

東京都中央区晴海１丁目８番11号 1,542 4.27 

日本マスタートラスト信託銀
行株式会社 

東京都港区浜松町２丁目11番３号 1,013 2.81 

財団法人船井情報科学振興財
団 

東京都千代田区外神田４丁目11番５号 1,000 2.77 

ヒーローアンドカンパニー 
（常任代理人 株式会社三井
住友銀行） 

90 WACHINGTON STREET NEW YORK, NY
10015 U.S.A. 
（東京都千代田区丸の内１丁目３番２号） 

593 1.64 

船井 孝英 奈良県奈良市 556 1.54 

ステート ストリート バン
ク アンド トラスト カン
パニー 
（常任代理人 株式会社みず
ほコーポレート銀行） 

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS  

02101 U.S.A. 

（東京都中央区日本橋兜町６-７） 

550 1.52 

モルガン スタンレー アン
ド カンパニーインク 
（常任代理人 モルガン・ス
タンレー証券株式会社） 

1585 BROADWAY NEW YORK, NEW 
YORK 10036, U.S.A 
（東京都渋谷区恵比寿４-20-３） 

446 1.24 

計 － 22,282 61.72 

氏名又は名称 住所 所有内容 ※１． 

ジェーエフ・アセット・マネジメン
ト・リミテッド 

香港、セントラル、コートノート・プ
レイス １ 

株式 332,000株 

ジェー・ピー・モルガン・フレミン
グ・アセット・マネジメント・ジャパ
ン株式会社 ※２． 

東京都港区赤坂５丁目２番20号 株式 253,200株 

チェース・フレミング・アセット・マ
ネージメント（ユーケー）リミテッド 

英国 EC2V 7RF ロンドン、オルダーマ
ンブリー 10 

株式  33,600株 



３．野村證券株式会社及びその共同保有者２者から大量保有報告書（平成16年12月15日付）の変更報告書（平成

19年11月７日付）の提出があり、平成19年10月31日現在で当社株式を次のとおり保有している旨の報告を受

けておりますが、当社として平成19年９月30日現在における所有株式数の確認ができませんので、上記大株

主の状況には含めておりません。 

なお、大量保有報告書の内容は次のとおりであります。 

※「所有内容」の株式数は平成19年11月７日付の大量保有報告書に記載されていた株式数であります。 

４．UBS証券会社及びその共同保有者７者から大量保有報告書（平成16年12月15日付）の変更報告書（平成19年

７月20日付）の提出があり、平成19年７月13日現在で当社株式を次のとおり保有している旨の報告を受けて

おりますが、当社として平成19年９月30日現在における所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の

状況には含めておりません。 

なお、大量保有報告書の内容は次のとおりであります。 

※「所有内容」の株式数は平成19年７月20日付の大量保有報告書に記載されていた株式数であります。 

氏名又は名称 住所 所有内容 ※ 

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 株式   58,000株 

NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL, 

Inc.   

2 World Financial Center,Building 

B New York,N.Y. 10281-1198  
 株式 177,200株  

野村アセットマネジメント株式会社 東京都中央区日本橋一丁目12番１号 株式1,593,800株 

氏名又は名称 住所 所有内容 ※ 

ユービーエス・エイ・ジー（銀行） 東京都千代田区大手町１丁目５番１号 株式 231,747株 

ユービーエス・グローバル・アセッ

ト・マネジメント株式会社 
東京都千代田区大手町１丁目５番１号 株式 116,200株 

UBS Global Asset Management (UK)

Limited 

21 Lombard Street,Lodon EC3V 9AH, 

United Kingdom 
株式 245,750株 

UBS Global Asset Management Life

Ltd 

21 Lombard Street,Lodon EC3V 9AH, 

United Kingdom 
株式 158,750株 

UBS Global Asset Management

(Americas) Inc 

1 North Wacker Drive,Chicago,

Illinois 60606,USA 
株式 510,569株 

UBS Global Asset Management

(Canada) Co. 

77 King street West,Toronto,

Ontario M5K 1G8,Canada 
株式  91,480株 

UBS Global Asset Management

Trust Company 

1 North Wacker Drive,Chicago,

Illinois 60606,USA 
株式  84,100株 



５．シュローダー投信投資顧問株式会社及びその共同保有者２者から大量保有報告書（平成18年４月14日付）の

変更報告書（平成18年10月13日付）の提出があり、平成18年９月30日現在で当社株式を次のとおり保有して

いる旨の報告を受けておりますが、当社として平成19年９月30日現在における所有株式数の確認ができませ

んので、上記大株主の状況には含めておりません。 

なお、大量保有報告書の内容は次のとおりであります。 

※「所有内容」の株式数は平成18年10月13日付の大量保有報告書に記載されていた株式数であります。 

６．モルガン・スタンレー証券株式会社及びその共同保有者２者から大量保有報告書（平成18年10月12日付）の

変更報告書（平成19年１月22日付）の提出があり、平成19年１月15日現在で当社株式を次のとおり保有して

いる旨の報告を受けておりますが、当社として平成19年９月30日現在における所有株式数の確認ができませ

んので、上記大株主の状況には含めておりません。 

なお、大量保有報告書の内容は次のとおりであります。 

※「所有内容」の株式数は平成19年１月22日付の大量保有報告書に記載されていた株式数であります。 

氏名又は名称 住所 所有内容 ※ 

シュローダー投信投資顧問株式会社 東京都千代田区丸の内１－11－１ 株式1,058,600株 

シュローダー・インベストメント・マ

ネージメント・ノースアメリカ・リミ

テッド 

英国 EC2V 7QA ロンドン、グレシャ

ム・ストリート３１ 
株式 113,300株 

シュローダー・インベストメント・マ

ネージメント・リミテッド 

英国 EC2V 7QA ロンドン、グレシャ

ム・ストリート３１ 
株式 264,200株 

氏名又は名称 住所 所有内容 ※ 

モルガン・スタンレー・アンド・カン

パニー・インコーポレーテッド 
1585 Broadway, New York, NY 10036 株式 817,150株 

モルガン・スタンレー・アンド・カン

パニー・インターナショナル・リミテ

ッド 

25 Cabot Square Canary Wharf 

London E14 4QA U.K. 
株式 333,342株 



(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注）「完全議決権株式（その他）」には、証券保管振替機構名義の株式が200株含まれております。また「議決権の

数」に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数２個が含まれております。 

②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

 （注） 高・ 低株価は、大阪証券取引所 市場第一部におけるものであります。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  平成19年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式   2,010,700 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式  34,087,600 340,876 － 

単元未満株式 普通株式       5,896 － 
一単元（100株）未満

の株式 

発行済株式総数 36,104,196 － － 

総株主の議決権 － 340,876 － 

  平成19年９月30日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

船井電機株式会社 
大阪府大東市中垣

内７丁目７番１号 
2,010,700 － 2,010,700 5.57 

計 － 2,010,700 － 2,010,700 5.57 

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

高（円） 11,640 9,770 7,950 7,420 6,750 5,600 

低（円） 9,500 7,470 7,060 6,380 5,080 4,730 



第５【経理の状況】 

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則

に基づき、当中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規

則に基づいて作成しております。 

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて

作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日

まで）の中間連結財務諸表及び前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間財務諸表につ

いては、みすず監査法人により中間監査を受け、また、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間

連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）の中間連結財務諸表及び当中間会計期間（平成19年４

月１日から平成19年９月30日まで）の中間財務諸表については、監査法人トーマツにより中間監査を受けておりま

す。 

 なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。 

 前中間連結会計期間及び前中間会計期間  みすず監査法人 

 当中間連結会計期間及び当中間会計期間  監査法人トーマツ 



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

    
前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金     66,315 92,219   83,598 

２．受取手形及び売掛
金 

※１   46,276 42,474   49,024 

３．たな卸資産     52,779 44,049   35,045 

４．繰延税金資産     4,384 3,655   3,173 

５．その他 ※２   7,966 5,785   8,501 

６．貸倒引当金     △475 △577   △570 

流動資産合計     177,246 59.4 187,606 66.1   178,771 65.5

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産           

(1）建物及び構築物   13,141   15,391 13,254   

減価償却累計額   7,442 5,699 8,020 7,370 7,750 5,503 

(2）機械装置及び運
搬具 

  23,035   24,117 24,355   

減価償却累計額   19,704 3,331 22,467 1,650 21,538 2,817 

(3）工具、器具及び
備品 

  40,788   41,547 42,772   

減価償却累計額   36,133 4,655 38,170 3,376 38,696 4,075 

(4）土地     5,178 5,273   5,259 

(5）その他     86 1   296 

有形固定資産合計     18,949 17,671   17,953 

２．無形固定資産           

(1）特許権     5,676 5,908   5,216 

(2）その他     933 841   845 

無形固定資産合計     6,610 6,750   6,061 

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券     26,455 19,740   19,116 

(2）長期貸付金     46,439 47,042   48,089 

(3）長期仮払税金 ※３   19,184 －   － 

(4）繰延税金資産     1,205 2,401   126 

(5）その他     3,283 3,738   3,580 

(6）貸倒引当金     △851 △982   △888 

投資その他の資産
合計 

    95,716 71,939   70,024 

固定資産合計     121,276 40.6 96,361 33.9   94,039 34.5

資産合計     298,523 100.0 283,967 100.0   272,811 100.0 

            

 



    
前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．支払手形及び買掛
金 

    44,471 53,471   48,757 

２．短期借入金     23,397 17,057   9,018 

３．未払金     9,741 12,218   9,729 

４．未払法人税等     6,720 8,602   3,657 

５．繰延税金負債     31 0   0 

６．賞与引当金     199 198   195 

７．製品保証引当金     421 181   320 

８．関係会社整理損失
引当金 

    1,923 949   － 

９．その他     2,676 3,827   3,065 

流動負債合計     89,583 30.0 96,509 34.0   74,745 27.4

Ⅱ 固定負債           

１．長期借入金     4,955 2,270   4,593 

２．繰延税金負債     3,061 5,143   2,773 

３．退職給付引当金     1,793 1,596   1,697 

４．役員退職慰労引当
金 

    922 993   972 

５．その他     903 629   666 

固定負債合計     11,636 3.9 10,632 3.7   10,703 3.9

負債合計     101,219 33.9 107,141 37.7   85,449 31.3

            

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１．資本金     31,261 10.5 31,280 11.0   31,278 11.4

２．資本剰余金     33,226 11.1 33,245 11.7   33,243 12.2

３．利益剰余金     150,124 50.3 130,944 46.1   139,468 51.1

４．自己株式     △22,033 △7.4 △24,338 △8.6   △24,336 △8.9

株主資本合計     192,579 64.5 171,131 60.2   179,654 65.8

Ⅱ 評価・換算差額等           

１．その他有価証券評
価差額金 

    5,638 1.9 4,485 1.6   4,038 1.5

２．為替換算調整勘定     △1,257 △0.4 827 0.3   3,287 1.2

評価・換算差額等合
計 

    4,381 1.5 5,313 1.9   7,326 2.7

Ⅲ 少数株主持分     343 0.1 381 0.2   380 0.2

純資産合計     197,303 66.1 176,825 62.3   187,361 68.7

負債純資産合計     298,523 100.0 283,967 100.0   272,811 100.0

            



②【中間連結損益計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     163,151 100.0 156,317 100.0   396,712 100.0 

Ⅱ 売上原価     129,500 79.4 130,876 83.7   328,545 82.8

売上総利益     33,651 20.6 25,441 16.3   68,166 17.2

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１   23,284 14.2 23,371 15.0   47,400 12.0

営業利益     10,366 6.4 2,069 1.3   20,766 5.2

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息   2,153   2,924 4,654   

２．受取配当金   99   55 109   

３．為替差益   370   452 2,376   

４．その他   113 2,737 1.6 133 3,565 2.3 183 7,324 1.9

Ⅴ 営業外費用           

１．支払利息   731   312 1,193   

２．持分法による投資
損失 

  51   37 2   

３．支払手数料   －   132 －   

４．その他   20 803 0.5 97 581 0.4 302 1,499 0.4

経常利益     12,301 7.5 5,053 3.2   26,591 6.7

Ⅵ 特別利益           

１．固定資産売却益 ※２ 2   0 8   

２．投資有価証券売却
益 

  10   343 －   

３．貸倒引当金戻入益   12   － 14   

４．その他   － 25 0.0 3 347 0.2 124 147 0.0

Ⅶ 特別損失           

１．前期損益修正損   －   553 －   

２．固定資産処分損 ※３ 6   35 46   

３．関係会社整理損失
引当金繰入額 

  1,923   942 －   

４．その他   232 2,162 1.3 188 1,720 1.0 3,940 3,986 1.0

税金等調整前中間
（当期）純利益 

    10,164 6.2 3,681 2.4   22,752 5.7

法人税、住民税及
び事業税 

※４ 5,452   7,178 6,365   

過年度法人税等 ※５ －   － 19,184   

法人税等調整額 ※４ △2,298 3,154 1.9 733 7,912 5.1 823 26,374 6.6

少数株主利益     18 0.0 14 0.0   44 0.0

中間純利益又は中
間（当期）純損失
（△） 

    6,990 4.3 △4,245 △2.7   △3,665 △0.9

            



③【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

 （注）平成18年５月の取締役会における利益処分項目であります。 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
31,240 33,205 145,029 △21,214 188,261 

中間連結会計期間中の変動額          

新株の発行 21 21     42 

剰余金の配当（注）     △1,891   △1,891 

中間純利益     6,990   6,990 

自己株式の取得       △818 △818 

連結子会社の減少に伴う減少     △4   △4 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
          

中間連結会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
21 21 5,094 △818 4,317 

平成18年９月30日 残高 

（百万円） 
31,261 33,226 150,124 △22,033 192,579 

 

評価・換算差額等 

少数株主持分 純資産合計 
その他有価証券評
価差額金 

為替換算調整勘定 
評価・換算差額等
合計 

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
8,504 1,104 9,609 333 198,204 

中間連結会計期間中の変動額          

新株の発行         42 

剰余金の配当（注）         △1,891 

中間純利益         6,990 

自己株式の取得         △818 

連結子会社の減少に伴う減少         △4 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
△2,865 △2,362 △5,228 10 △5,218 

中間連結会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
△2,865 △2,362 △5,228 10 △900 

平成18年９月30日 残高 

（百万円） 
5,638 △1,257 4,381 343 197,303 



当中間連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年３月31日 残高 

（百万円） 
31,278 33,243 139,468 △24,336 179,654 

中間連結会計期間中の変動額          

新株の発行 1 1     2 

剰余金の配当     △1,875   △1,875 

中間純損失     △4,245   △4,245 

自己株式の取得       △1 △1 

連結子会社の決算期変更に伴う

減少 
    △2,403   △2,403 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
          

中間連結会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
1 1 △8,524 △1 △8,522 

平成19年９月30日 残高 

（百万円） 
31,280 33,245 130,944 △24,338 171,131 

 

評価・換算差額等 

少数株主持分 純資産合計 
その他有価証券評
価差額金 

為替換算調整勘定 
評価・換算差額等
合計 

平成19年３月31日 残高 

（百万円） 
4,038 3,287 7,326 380 187,361 

中間連結会計期間中の変動額          

新株の発行         2 

剰余金の配当         △1,875 

中間純損失         △4,245 

自己株式の取得         △1 

連結子会社の決算期変更に伴う

減少 
        △2,403 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
446 △2,460 △2,013 0 △2,013 

中間連結会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
446 △2,460 △2,013 0 △10,536 

平成19年９月30日 残高 

（百万円） 
4,485 827 5,313 381 176,825 



前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

 （注）平成18年５月の取締役会における利益処分項目であります。 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
31,240 33,205 145,029 △21,214 188,261 

連結会計年度中の変動額          

新株の発行 38 38     76 

剰余金の配当（注）     △1,891   △1,891 

当期純損失     △3,665   △3,665 

自己株式の取得       △3,122 △3,122 

連結子会社の減少に伴う減少     △4   △4 

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額） 
          

連結会計年度中の変動額合計 

（百万円） 
38 38 △5,561 △3,122 △8,607 

平成19年３月31日 残高 

（百万円） 
31,278 33,243 139,468 △24,336 179,654 

 

評価・換算差額等 

少数株主持分 純資産合計 
その他有価証券評
価差額金 

為替換算調整勘定 
評価・換算差額等
合計 

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
8,504 1,104 9,609 333 198,204 

連結会計年度中の変動額          

新株の発行         76 

剰余金の配当（注）         △1,891 

当期純損失         △3,665 

自己株式の取得         △3,122 

連結子会社の減少に伴う減少         △4 

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額） 
△4,465 2,182 △2,282 47 △2,235 

連結会計年度中の変動額合計 

（百万円） 
△4,465 2,182 △2,282 47 △10,842 

平成19年３月31日 残高 

（百万円） 
4,038 3,287 7,326 380 187,361 



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

税金等調整前中間
（当期）純利益 

  10,164 3,681 22,752

減価償却費   3,978 3,401 8,204

貸倒引当金の増減額
（減少：△） 

  △123 81 △43

退職給付引当金の減
少額 

  △54 △101 △149

関係会社整理損失引
当金の増加額 

  1,923 942 －

受取利息及び受取配
当金 

  △2,253 △2,979 △4,764

支払利息   731 312 1,193

持分法による投資損
益（益：△） 

  51 37 2

有形固定資産売却損
益（益：△） 

  △1 △0 △8

投資有価証券評価損   99 10 776

売上債権の増減額
（増加：△） 

  2,336 △3,780 2,472

たな卸資産の増減額
（増加：△） 

  △18,387 △2,122 545

仕入債務の増加額   12,893 6,704 14,129

その他   △1,519 2,165 1,781

小計   9,839 8,354 46,893

利息及び配当金の受
取額 

  2,917 3,006 5,372

利息の支払額   △741 △305 △1,202

法人税等の支払額   △1,305 △2,219 △4,555

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  10,710 8,835 46,507

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

有価証券の売却によ
る収入 

  273 － 273

有形固定資産の取得
による支出 

  △3,134 △3,101 △5,583

 



    
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

有形固定資産の売却
による収入 

  78 53 204

無形固定資産の取得
による支出 

  △150 △213 △445

投資有価証券の取得
による支出 

  △238 △301 △773

投資有価証券の売却
による収入 

  10,215 861 10,259

貸付けによる支出   △170 △230 △580

貸付金の回収による
収入 

  15 26 42

その他   △326 △112 △359

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  6,563 △3,017 3,038

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

短期借入金の純増減
額（減少：△） 

  △5,922 △2,245 △20,895

長期借入金の返済に
よる支出 

  △362 △362 △724

株式の発行による収
入 

  42 2 76

自己株式の取得によ
る支出 

  △818 △1 △3,122

配当金の支払額   △1,891 △1,875 △1,891

その他   △3 △1 △6

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △8,956 △4,482 △26,564

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

  △834 275 1,750

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増加額 

  7,481 1,610 24,733

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

  58,587 83,320 58,587

Ⅶ 連結除外に伴う現金及
び現金同等物の減少額 

  △0 － △0

Ⅷ 連結子会社の決算期変
更に伴う現金及び現金
同等物の増加額 

  － 7,284 －

Ⅸ 現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高 

※１ 66,069 92,214 83,320

    



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数   11社 

 主要な連結子会社はＤＸアン

テナ㈱、 

FUNAI CORPORATION, INC.、船

井電機（香港）有限公司、 

FUNAI ELECTRIC（MALAYSIA） 

SDN.BHD.であります。 

 連結子会社であったDAISHO 

ELECTRONICS (THAILAND) CO., 

LTD.は、清算結了により連結の

範囲から除外しております。 

(1）連結子会社の数   11社 

 主要な連結子会社はＤＸアン

テナ㈱、 

FUNAI CORPORATION, INC.、船

井電機（香港）有限公司、 

FUNAI ELECTRIC（MALAYSIA） 

SDN.BHD.であります。 

 連結子会社であったフナイ販

売㈱は、清算結了により連結の

範囲から除外しております。 

(1）連結子会社の数   12社 

 主要な連結子会社名は、「第

１ 企業の概況 ４．関係会社

の状況」に記載しております。 

 当連結会計年度中に設立され

た子会社であるFUNAI ELECTRIC

（POLSKA）Sp.z o.o.を連結の対

象に含めております。 

  連結子会社であったDAISHO 

ELECTRONICS（THAILAND）CO., 

LTD.は、清算結了により連結の

範囲から除外しております。 

  (2）主要な非連結子会社の名称等 

 主要な非連結子会社は㈱エ

フ、ジー、エスであります。 

(2）主要な非連結子会社の名称等 

同左 

(2）主要な非連結子会社の名称等 

同左 

  （連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社は、いずれも小

規模会社であり、合計の総資

産、売上高、中間純損益（持分

に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等は、いず

れも中間連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしていないためであ

ります。 

（連結の範囲から除いた理由） 

同左 

（連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社は、いずれも小

規模会社であり、合計の総資

産、売上高、当期純損益（持分

に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等は、いず

れも連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていないためでありま

す。 

２．持分法の適用に関する事

項 

(1）持分法適用の非連結子会社数 

０社 

(1）持分法適用の非連結子会社数 

同左 

(1) 持分法適用の非連結子会社数 

同左 

  (2）持分法適用の関連会社数 

２社 

 嘉匯実業有限公司、 

PT.DISPLAY DEVICES INDONESIA 

であります。 

(2）持分法適用の関連会社数 

同左 

(2）持分法適用の関連会社数 

同左 

  (3）持分法を適用していない非連

結子会社（㈱エフ、ジー、エス

他）及び関連会社（嘉宝電機有

限公司）は、それぞれ中間純損

益（持分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）等に

及ぼす影響が軽微であり、かつ

全体としても重要性がないた

め、持分法の適用から除外して

おります。 

(3）     同左 (3）持分法を適用していない非連

結子会社（㈱エフ、ジー、エス

他）及び関連会社（嘉宝電機有

限公司）は、それぞれ当期純損

益（持分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）等に

及ぼす影響が軽微であり、かつ

全体としても重要性がないた

め、持分法の適用から除外して

おります。 

  (4）持分法の適用会社のうち、中

間決算日が中間連結決算日と異

なる会社については、各社の中

間会計期間に係る中間財務諸表

を使用しております。 

(4）     同左 (4）持分法の適用会社のうち、決

算日が連結決算日と異なる会社

については、各社の事業年度に

係る財務諸表を使用しておりま

す。 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

３．連結子会社の中間決算日

(決算日)等に関する事項 

 連結子会社の中間決算日が中間

連結決算日と異なる会社は次のと

おりであります。 

 連結子会社の中間決算日が中間

連結決算日と異なる会社は次のと

おりであります。 

 連結子会社の決算日が連結決算日

と異なる会社は次のとおりであり

ます。 

  会社名   中間決算日

ＤＸアンテナ㈱   ８月31日 

FUNAI  

CORPORATION,INC. 

  
６月30日 

FUNAI EUROPE GmbH   〃 

船井電機（香港）有

限公司 

  
〃 

嘉福金属有限公司   〃 

FUNAI 

ELECTRIC(MALAYSIA) 

SDN.BHD. 

  

〃 

FUNAI ASIA PTE LTD   〃 

FUNAI(THAILAND） 

CO.,LTD. 

  
〃 

会社名  中間決算日

ＤＸアンテナ㈱   ８月31日 

FUNAI 

ELECTRIC(MALAYSIA)

SDN.BHD. 

 

６月30日 

FUNAI ASIA PTE LTD   〃 

会社名   決算日 

ＤＸアンテナ㈱   ２月28日 

FUNAI  

CORPORATION,INC. 

  
12月31日 

FUNAI EUROPE GmbH   〃 

船井電機（香港）有

限公司 

  
〃 

嘉福金属有限公司   〃 

FUNAI 

ELECTRIC(MALAYSIA) 

SDN.BHD. 

  

〃 

FUNAI ASIA PTE LTD   〃 

FUNAI(THAILAND） 

CO.,LTD. 

  
〃 

FUNAI  

ELECTRIC（POLSKA）

Sp.z o.o. 

  

〃 

   いずれも、連結子会社の中間決

算日現在の中間財務諸表を使用し

ております。ただし、中間連結決

算日との間に生じた重要な取引に

ついては、連結上必要な調整を行

っております。 

 いずれも、連結子会社の中間決

算日現在の中間財務諸表を使用し

ております。ただし、中間連結決

算日との間に生じた重要な取引に

ついては、連結上必要な調整を行

っております。 

 当中間連結会計期間より連結子

会社のうちFUNAI CORPORATION, 

INC.、FUNAI EUROPE GmbH、船井電

機（香港）有限公司、嘉福金属有

限公司、FUNAI (THAILAND) CO., 

LTD.、FUNAI ELECTRIC (POLSKA)

Sp.z o.o.については、６月30日か

ら９月30日に中間決算日を変更し

ております。 

 なお、決算日の変更に伴い、平

成19年１月１日から平成19年３月

31日までの損益は、中間連結株主

資本等変動計算書において調整を

行っております。 

 いずれも、連結子会社の決算日現

在の財務諸表を使用しておりま

す。ただし、連結決算日との間に

生じた重要な取引については、連

結上必要な調整を行っておりま

す。 

４．会計処理基準に関する事

項 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

  ① 有価証券 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

中間決算日の市場価

格等に基づく時価法

（評価差額は全部純

資産直入法により処

理し、売却原価は移

動平均法により算

定） 

① 有価証券 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

同左 

① 有価証券 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

決算日の市場価格等

に基づく時価法（評

価差額は全部純資産

直入法により処理

し、売却原価は移動

平均法により算定） 

   時価のないもの 

移動平均法による原

価法 

 時価のないもの 

同左 

 時価のないもの 

同左 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  ② たな卸資産 

 当社及び国内連結子会社

は、製品及び仕掛品は主とし

て総平均法による原価法、原

材料は主として先入先出法に

よる原価法によっておりま

す。 

 海外連結子会社は、製品・

仕掛品及び原材料は主として

先入先出法による低価法によ

っております。 

② たな卸資産 

同左 

② たな卸資産 

同左 

  (2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

  ① 有形固定資産 

 当社及び国内連結子会社は

定率法（ただし、平成10年４

月１日以降に取得した建物

（附属設備を除く）は定額

法）を採用し、海外連結子会

社は定額法によっておりま

す。 

 なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

① 有形固定資産 

 当社及び国内連結子会社は

定率法（ただし、平成10年４

月１日以降に取得した建物

（附属設備を除く）は定額

法）を採用し、海外連結子会

社は定額法によっておりま

す。 

 なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

① 有形固定資産 

 当社及び国内連結子会社は

定率法（ただし、平成10年４

月１日以降に取得した建物

（附属設備を除く）は定額

法）を採用し、海外連結子会

社は定額法によっておりま

す。 

 なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

  建物及び構築物 ３～50年

機械装置及び運

搬具 
３～11年

工具、器具及び

備品 
１～20年

建物及び構築物 ３～50年

機械装置及び運

搬具 
３～11年

工具、器具及び

備品 
１～20年

建物及び構築物 ３～50年

機械装置及び運

搬具 
３～11年

工具、器具及び

備品 
１～20年

    （会計方針の変更） 

 当社及び一部の国内連結子

会社は、法人税法の改正に伴

い、当中間連結会計期間よ

り、平成19年４月１日以降に

取得した有形固定資産につい

て、改正後の法人税法に基づ

く減価償却の方法に変更して

おります。 

 これによる損益に与える影

響は軽微であります。 

（追加情報） 

 当社及び一部の国内連結子

会社は、法人税法改正に伴

い、平成19年３月31日以前に

取得した資産については、改

正前の法人税法に基づく減価

償却の方法の適用により取得

価額の５％に到達した連結会

計年度の翌連結会計年度よ

り、取得価額の５％相当額と

備忘価額との差額を５年間に

わたり均等償却し、減価償却

費に含めて計上しておりま

す。 

 これによる損益に与える影

響は軽微であります。 

 

  ② 無形固定資産 

 当社及び連結子会社は定額

法によっております。 

 なお、のれんについては、

５年間で均等償却を行ってお

ります。また、特許権につい

ては、経済的使用可能予測期

間、自社利用のソフトウェア

については、社内における利

用可能期間（５年）に基づい

ております。 

② 無形固定資産 

同左 

② 無形固定資産 

同左 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  (3）重要な引当金の計上基準 (3）重要な引当金の計上基準 (3）重要な引当金の計上基準 

  ① 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上し

ております。 

① 貸倒引当金 

同左 

① 貸倒引当金 

同左 

  ② 賞与引当金 

 一部の連結子会社について

は、従業員に対して支給する

賞与の支出に充てるため、支

給見込額を計上しておりま

す。 

② 賞与引当金 

同左 

② 賞与引当金 

同左 

  ③ 製品保証引当金 

 販売製品のアフターサービ

スによる費用支出に備えるた

め過去の実績を基準として発

生見込額を計上しておりま

す。 

③ 製品保証引当金 

同左 

③ 製品保証引当金 

同左 

  ④ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、当中間

連結会計期間末において発生

していると認められる額を計

上しております。 

 会計基準変更時差異は、適

用初年度で全額費用処理して

おります。一部の連結子会社

については、15年による按分

額を費用処理することとして

おります。 

 過去勤務債務は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（10年）

による定額法により費用処理

しております。 

 数理計算上の差異は、各連

結会計年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（10年）によ

る定額法により按分した額を

それぞれ発生の翌連結会計年

度から費用処理することとし

ております。 

④ 退職給付引当金 

同左 

④ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき計上して

おります。 

 会計基準変更時差異は、適

用初年度で全額費用処理して

おります。一部の連結子会社

については、15年による按分

額を費用処理することとして

おります。 

 過去勤務債務は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（10年）

による定額法により費用処理

しております。 

 数理計算上の差異は、各連

結会計年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（10年）によ

る定額法により按分した額を

それぞれ発生の翌連結会計年

度から費用処理することとし

ております。 

  ⑤ 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に

備えるため、当社では内規に

基づく中間期末要支給額を計

上しております。 

⑤ 役員退職慰労引当金 

同左 

⑤ 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に

備えるため、当社では内規に

基づく期末要支給額を計上し

ております。 

  ⑥ 関係会社整理損失引当金 

 関係会社の整理に伴う損失

に備えるため、損失見込額を

計上しております。 

⑥ 関係会社整理損失引当金 

同左 

───── 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  (4）重要なリース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、主として通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会計

処理によっております。 

(4）重要なリース取引の処理方法 

同左 

(4）重要なリース取引の処理方法 

同左 

  (5）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項 

(5）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項 

(5）その他連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

  消費税等の会計処理 

 税抜方式によっておりま

す。 

消費税等の会計処理 

同左 

 消費税等の会計処理 

同左 

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から３

か月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっております。 

同左 同左 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更  

表示方法の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当中間連結会計期間より、「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準第５号 

平成17年12月９日）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準

適用指針第８号 平成17年12月９

日）を適用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当

する金額は196,960百万円でありま

す。 

 なお、当中間連結会計期間におけ

る中間連結貸借対照表の純資産の部

については、中間連結財務諸表規則

の改正に伴い、改正後の中間連結財

務諸表規則により作成しておりま

す。 

───── （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当連結会計年度より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号 平成

17年12月９日）及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用

指針第８号 平成17年12月９日）を

適用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当

する金額は186,980百万円でありま

す。 

 なお、当連結会計年度における連

結貸借対照表の純資産の部について

は、連結財務諸表規則の改正に伴

い、改正後の連結財務諸表規則によ

り作成しております。 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

（中間連結貸借対照表） 

 「長期貸付金」は総資産額の100分の５を超えたため、

当中間連結会計期間より区分表示することといたしまし

た。なお、前中間連結会計期間は、投資その他の資産の

「その他」に275百万円含まれております。 

────── 

（中間連結損益計算書） 

 「投資有価証券評価損」（当中間連結会計期間99百万

円）は特別損失の100分の10以下となったため、当中間連

結会計期間より「その他」に含めて表示することといた

しました。 

（中間連結損益計算書） 

 「貸倒引当金戻入益」（当中間連結会計期間３百万

円）は特別利益の100分の10以下となったため、当中間連

結会計期間より「その他」に含めて表示することといた

しました。 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成19年３月31日） 

※１．中間連結会計期間末日満期手形 

 中間連結会計期間末日満期手形の会計

処理については、手形交換日をもって決

済処理をしております。 

 なお、当中間連結会計期間の末日は金

融機関の休日であったため、次の満期手

形が中間連結会計期間末日残高に含まれ

ております。 

※１．中間連結会計期間末日満期手形 

 中間連結会計期間末日満期手形の会計

処理については、手形交換日をもって決

済処理をしております。 

 なお、当中間連結会計期間の末日は金

融機関の休日であったため、次の満期手

形が中間連結会計期間末日残高に含まれ

ております。 

※１．連結会計年度末日満期手形 

 連結会計年度末日満期手形の会計処理

については、手形交換日をもって決済処

理をしております。 

 なお、当連結会計年度の末日は金融機

関の休日であったため、次の満期手形が

当連結会計年度末日残高に含まれており

ます。 

受取手形   2百万円 受取手形   5百万円 受取手形   5百万円

───── ───── ※２．その他（未収金） 

 平成19年３月15日付で締結した株式売

買契約に基づく株式売却代金（2,046百

万円）について、当初の回収期限は平成

19年５月末日でありましたが、６月末日

に変更されております。 

※３．タックスヘイブン対策税制適用に基づ

く更正処分 

   当社は、平成17年６月28日、大阪国税

局より、当社の香港子会社（連結子会

社）がタックスヘイブン対策税制の適用

除外要件を満たしていないとの判断によ

り、第50期（平成14年３月期）から第52

期（平成16年３月期）の３年間について

当社の香港子会社の所得を当社の所得の

額とみなして合算課税するとの更正通知

を受領いたしました。なお、追徴税額は

法人税、住民税及び事業税を含め16,651

百万円（附帯税を含め19,184百万円）で

ありますが、当局の処分は事実誤認によ

る不当な課税と考え、平成17年８月24

日、当局に対して異議申立てを行いまし

たが、大阪国税局長は、平成18年６月27

日、当社の異議申立てを棄却する異議決

定をいたしました。これを受け、平成18

年７月25日、大阪国税不服審判所に対し

て審査請求を行っておりますが、審査請

求を行ってから３か月が経過し、取消訴

訟を提訴できる状況になりましたので、

平成18年11月16日、大阪地方裁判所に対

し更正処分の取消請求訴訟を提起いたし

ました。審理等の過程において、当社の

税務処理の正当性が明らかになると考え

ており、この追徴税額を中間連結貸借対

照表上の「投資その他の資産」の「長期

仮払税金」として計上しております。な

お、本税制は対象となる外国法人の各事

業年度終了の時の現況によって判定され

ますので、ご参考までに調査対象年度の

翌連結会計年度である第53期（平成17年

３月期）以降、当社の香港子会社の所得

について当該税制による影響額を試算し

た場合、第53期（平成17年３月期）及び

第54期（平成18年３月期）の法人税、住

民税及び事業税はそれぞれ約42億円、約

54億円と見積もられます。この影響額に

つきましては、上記理由により現時点で

は、会計処理を行っておりません。 

 ３．タックスヘイブン対策税制適用に基づ

く更正処分 

当社は、平成17年６月28日、大阪国税

局より、当社の香港子会社（連結子会

社）がタックスヘイブン対策税制の適用

除外要件を満たしていないとの判断によ

り、平成14年３月期から平成16年３月期

の３年間について当社の香港子会社の所

得を当社の所得の額とみなして合算課税

するとの更正通知を受領いたしました。 

 追徴税額は法人税、住民税及び事業税

を含め16,651百万円（附帯税を含め

19,184百万円）であり、当社は、この更

正処分を不服として、大阪国税不服審判

所に対して審査請求を、大阪地方裁判所

に対して更正処分の取消請求訴訟を提起

し、現在、審査請求と裁判が同時並行で

進んでおります。 

 ご参考までに調査対象年度の翌連結会

計年度である平成17年３月期から平成19

年３月期までの３年間の香港子会社の所

得に日本と香港の税率差を乗じた金額は

法人税、住民税及び事業税の合計で約

11,100百万円と計算されます。 

───── 



（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。 

特許権使用料   3,797百万円

荷造運送費   4,137 

従業員給料手当   3,473 

試験研究費    3,893 

特許権使用料   3,965百万円

荷造運送費   3,745 

従業員給料手当   3,425 

試験研究費    4,473 

特許権使用料   7,247百万円

荷造運送費   10,079 

従業員給料手当   7,819 

試験研究費   7,030 

※２．固定資産売却益の内訳は次のとおりで

あります。 

※２．固定資産売却益の内訳は次のとおりで

あります。 

※２．固定資産売却益の内訳は次のとおりで

あります。 

建物及び構築物   2百万円 機械装置及び運搬具   0百万円

工具、器具及び備品   0 

計   0 

建物及び構築物   4百万円

機械装置及び運搬具   4 

計   8 

※３．固定資産処分損の内訳は次のとおりで

あります。 

※３．固定資産処分損の内訳は次のとおりで

あります。 

※３．固定資産処分損の内訳は次のとおりで

あります。 

建物及び構築物   0百万円

機械装置及び運搬具   0 

工具、器具及び備品   5 

計   6 

建物及び構築物   1百万円

機械装置及び運搬具   1 

工具、器具及び備品   33 

計   35 

建物及び構築物   17百万円

機械装置及び運搬具   7 

工具、器具及び備品   21 

計   46 

※４．中間連結会計期間に係る納付税額及び

法人税等調整額は当連結会計年度におい

て予定している固定資産圧縮積立金の取

崩しを前提として、当中間連結会計期間

に係る金額を計算しております。 

※４．      同左 ───── 

───── ───── ※５．タックスヘイブン対策税制適用に基づ

く追徴税額の会計処理 

       当社は、平成17年６月28日、大阪国税

局より、当社の香港子会社（連結子会

社）がタックスヘイブン対策税制の適用

除外要件を満たしていないとの判断によ

り、平成14年３月期から平成16年３月期

の３年間について当社の香港子会社の所

得を当社の所得の額とみなして合算課税

するとの更正通知を受領いたしました。 

 なお、追徴税額は法人税、住民税及び

事業税を含め16,651百万円（附帯税を含

め19,184百万円）であります。  

        当社は、この更正処分を不服として、

平成17年８月24日、当局に対して異議申

立てを行っておりましたが、大阪国税局

長は、平成18年６月27日、当社の異議申

立てを棄却する異議決定をいたしまし

た。この異議棄却決定の理由は到底承服

できるものではなかったため、当社は、

平成18年７月25日に大阪国税不服審判所

に対して審査請求を行いました。  

         審査請求に基づく審理は継続中です

が、審査請求を行ってから３か月が経過

し、取消訴訟を提訴できる状況になりま

したので、平成18年11月16日、大阪地方

裁判所に対し更正処分の取消請求訴訟を

提起いたしました。現在、審査請求と裁

判が同時並行で進んでおります。 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

         審理等の過程において、当社の税務処

理の正当性が明らかになると考えてお

り、前連結会計年度において、この追徴

税額を連結貸借対照表上の「投資その他

の資産」の「長期仮払税金」に計上して

おりましたが、「諸税金に関する会計処

理及び表示に係る監査上の取扱い」（日

本公認会計士協会 監査・保証実務委員

会報告第63号）が平成19年３月８日付け

で改正され、追徴税額の会計処理方法が

明文化されたため、当連結会計年度に

「過年度法人税等」として費用処理いた

しました。 

          なお、本税制は対象となる外国法人の

各事業年度終了の時の現況によって判定

されますので、ご参考までに調査対象年

度の翌連結会計年度である平成17年３月

期から平成19年３月期までの３年間の当

社の香港子会社の所得について当該税制

による影響額を試算した場合、法人税、

住民税及び事業税は合計で約14,300百万

円と見積もられます。この影響額につき

ましては、上記理由により現時点では、

会計処理を行っておりません。 



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１．普通株式の発行済株式総数の増加４千株は、ストック・オプションの権利行使による新株の発行による増加

であります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の増加78千株は、取締役会決議に基づく取得78千株及び単元未満株式の買取り

による増加０千株であります。 

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１．普通株式の発行済株式総数の増加０千株は、ストック・オプションの権利行使による新株の発行による増加

であります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによる増加０千株であります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 該当事項はありません。 

 
前連結会計年度末株
式数（千株） 

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間
減少株式数（千株） 

当中間連結会計期間
末株式数（千株） 

発行済株式        

普通株式（注）１ 36,095 4 － 36,100 

合計 36,095 4 － 36,100 

自己株式        

普通株式（注）２ 1,701 78 － 1,779 

合計 1,701 78 － 1,779 

２．配当に関する事項 

 配当金支払額 
 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年５月11日 

取締役会 
普通株式 1,891 55 平成18年３月31日 平成18年６月７日 

 
前連結会計年度末株
式数（千株） 

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間
減少株式数（千株） 

当中間連結会計期間
末株式数（千株） 

発行済株式        

普通株式（注）１ 36,103 0 － 36,104 

合計 36,103 0 － 36,104 

自己株式        

普通株式（注）２ 2,010 0 － 2,010 

合計 2,010 0 － 2,010 

３．配当に関する事項 

 配当金支払額 
 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年５月10日 

取締役会 
普通株式 1,875 55 平成19年３月31日 平成19年６月６日 



前連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１．普通株式の発行済株式総数の増加８千株は、ストック・オプションの権利行使による新株の発行による増加

であります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の増加309千株は、取締役会決議に基づく取得309千株及び単元未満株式の買取

りによる増加０千株であります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 該当事項はありません。 

  (2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 
前連結会計年度末株
式数（千株） 

当連結会計年度増加
株式数（千株） 

当連結会計年度減少
株式数（千株） 

当連結会計年度末株
式数（千株） 

発行済株式        

普通株式（注）１ 36,095 8 － 36,103 

合計 36,095 8 － 36,103 

自己株式        

普通株式（注）２ 1,701 309 － 2,010 

合計 1,701 309 － 2,010 

３．配当に関する事項 

 (1）配当金支払額 
 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年５月11日 

取締役会 
普通株式 1,891 55 平成18年３月31日 平成18年６月７日 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年５月10日 

取締役会 
普通株式 1,875 利益剰余金  55 平成19年３月31日 平成19年６月６日

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１．現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係 

※１．現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係 

（平成18年９月30日現在） （平成19年９月30日現在） （平成19年３月31日現在） 

現金及び預金勘定   66,315百万円

預入期間が３か月を超

える定期預金 

  
△246 

現金及び現金同等物   66,069 

現金及び預金勘定   92,219百万円

預入期間が３か月を超

える定期預金 

 
△5 

現金及び現金同等物   92,214 

現金及び預金勘定   83,598百万円

預入期間が３か月を超

える定期預金 

  
△277 

現金及び現金同等物   83,320 



（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び中間期末残高相

当額 

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び中間期末残高相

当額 

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び期末残高相当額 

  
取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

中間期末
残高相当
額 
(百万円) 

機械装置
及び運搬
具 

99 74 25 

工具、器
具及び備
品 

1,473 818 654 

合計 1,572 893 679 

  
取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額相
当額 
(百万円)

中間期末
残高相当
額 
(百万円)

機械装置
及び運搬
具 

60 24 36

工具、器
具及び備
品 

1,498 834 664

合計 1,559 858 700

取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円)

機械装置
及び運搬
具 

120 91 28

工具、器
具及び備
品 

1,701 989 712

合計 1,822 1,080 741

② 未経過リース料中間期末残高相

当額等 

未経過リース料中間期末残高相

当額 

② 未経過リース料中間期末残高相

当額等 

未経過リース料中間期末残高相

当額 

② 未経過リース料期末残高相当額

等 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内   301百万円

１年超   364 

合計   665 

１年内   286百万円

１年超   418 

合計   704 

１年内   297百万円

１年超   433 

合計   731 

③ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損失 

③ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損失 

③ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料   193百万円

減価償却費相当額   186 

支払利息相当額   3 

支払リース料   180百万円

減価償却費相当額  175 

支払利息相当額   5 

支払リース料   380百万円

減価償却費相当額   379 

支払利息相当額   7 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

⑤ 利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相当

額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。 

⑤ 利息相当額の算定方法 

同左 

⑤ 利息相当額の算定方法 

同左 

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

１年内   951百万円

１年超   4,067 

合計   5,018 

  未経過リース料 

１年内   991百万円

１年超   3,201 

合計   4,193 

  未経過リース料 

１年内   1,001百万円

１年超   3,861 

合計   4,862 

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失

はありません。 

（減損損失について） 

同左 

（減損損失について） 

同左 



（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 （注） 当中間連結会計期間におきましては、その他有価証券で時価のある株式について22百万円減損処理を行ってお

ります。なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減

損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められ

た額について減損処理を行っております。 

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 （注） 当中間連結会計期間におきましては、その他有価証券で時価のある株式について０百万円減損処理を行ってお

ります。なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減

損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められ

た額について減損処理を行っております。 

種類 取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表計
上額（百万円） 

差額（百万円） 

株式 7,108 16,738 9,630 

合計 7,108 16,738 9,630 

種類 中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券   

非上場株式 3,655 

投資事業有限責任組合出資金 1,086 

種類 取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表計
上額（百万円） 

差額（百万円） 

株式 7,248 14,530 7,281 

合計 7,248 14,530 7,281 

種類 中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券   

非上場株式 762 

投資事業有限責任組合出資金 1,025 



前連結会計年度末（平成19年３月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 （注） 当連結会計年度におきましては、その他有価証券で時価のある株式について２百万円減損処理を行っておりま

す。なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処

理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額

について減損処理を行っております。 

（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

前連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

種類 取得原価（百万円） 
連結貸借対照表計上額

（百万円） 
差額（百万円） 

株式 7,245 14,089 6,843 

合計 7,245 14,089 6,843 

種類 連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券   

非上場株式 1,561 

投資事業有限責任組合出資金 894 



（ストック・オプション等関係） 

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

該当事項はありません。 

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

該当事項はありません。 

前連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

ストック・オプションの内容 

 （注）１．平成13年度第１回ストック・オプションは、旧商法第280条ノ19（平成13年改正前商法）に基づき付与され

た新株引受権であります。 

 ２．株式数に換算して記載しております。 

 
平成13年度第１回 

ストック・オプション 
  （注）１． 

平成14年度第１回 
ストック・オプション 

平成15年度第１回 
ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 
当社取締役   ４名 

当社従業員  284名 

当社取締役   ６名 

当社従業員  381名 

その他     18名 

当社取締役   ４名 

当社従業員  313名 

その他     ６名 

株式の種類別のストック・

オプションの数（注）２． 
普通株式 421,400株 普通株式 399,700株 普通株式 378,500株 

付与日 平成13年７月26日 平成14年７月23日 平成15年７月22日 

権利確定条件 付されておりません。 付されておりません。 付されておりません。 

対象勤務期間 
平成13年７月26日から 

平成15年12月31日まで 

平成14年７月23日から 

平成16年７月31日まで 

平成15年７月22日から 

平成17年７月31日まで 

権利行使期間 
平成16年１月１日から 

平成22年12月31日まで 

平成16年８月１日から 

平成23年７月31日まで 

平成17年８月１日から 

平成24年７月31日まで 

権利行使価格（円）           9,549           15,150             13,646 

付与日における公正な評価

単価（円）  
 －  －  － 

 
平成16年度第１回 

ストック・オプション 
平成16年度第２回 

ストック・オプション 
平成17年度第１回 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 

当社取締役   ２名 

当社従業員  293名 

その他     ５名 

当社従業員   20名 

その他     １名 

当社取締役   ２名 

当社従業員  293名 

その他     ５名 

株式の種類別のストック・

オプションの数（注）２． 
普通株式 359,900株 普通株式  25,600株 普通株式 346,400株 

付与日 平成16年７月21日 平成16年８月13日 平成17年７月12日 

権利確定条件 付されておりません。 付されておりません。 付されておりません。 

対象勤務期間 
平成16年７月21日から 

平成18年７月31日まで 

平成16年８月13日から 

平成18年７月31日まで 

平成17年７月12日から 

平成19年７月31日まで 

権利行使期間 
平成18年８月１日から 

平成25年７月31日まで 

平成18年８月１日から 

平成25年７月31日まで 

平成19年８月１日から 

平成26年７月31日まで 

権利行使価格（円）  16,167 16,836 12.369 

付与日における公正な評価

単価（円） 
 －  －  － 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

 当社グループの事業はすべて電気機械器具の製造販売に集約されており、事業区分はしておりません。 

 このため事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

 当社グループの事業はすべて電気機械器具の製造販売に集約されており、事業区分はしておりません。 

 このため事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

前連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

 当社グループの事業はすべて電気機械器具の製造販売に集約されており、事業区分はしておりません。 

 このため事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

  
日本 

（百万円） 
北米 

（百万円） 
アジア 

（百万円） 
欧州 

（百万円） 
計 

（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高               

(1）外部顧客に対する売

上高 
85,515 63,262 1,867 12,506 163,151 － 163,151 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
123,180 － 108,768 － 231,948 (231,948) － 

計 208,695 63,262 110,636 12,506 395,100 (231,948) 163,151 

営業費用 194,732 64,843 107,405 15,947 382,929 (230,144) 152,785 

営業利益又は営業損失

（△） 
13,962 △1,581 3,230 △3,440 12,170 (1,804) 10,366 

  
日本 

（百万円） 
北米 

（百万円） 
アジア 

（百万円） 
欧州 

（百万円） 
計 

（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高               

(1）外部顧客に対する売

上高 
81,831 61,223 1,002 12,259 156,317 － 156,317 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
59,056 － 115,703 － 174,759 (174,759) － 

計 140,887 61,223 116,705 12,259 331,077 (174,759) 156,317 

営業費用 139,560 64,092 114,129 12,520 330,303 (176,055) 154,248 

営業利益又は営業損失

（△） 
1,327 △2,869 2,576 △260 774 1,295 2,069 



前連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米  ：米国 

(2）アジア ：香港、マレーシア、タイ 

(3）欧州  ：ドイツ、ポーランド 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、前中間連結会計期間526百万

円、当中間連結会計期間601百万円及び前連結会計年度1,054百万円であり、その主なものは当社の管理部門

に係る費用であります。 

  
日本 

（百万円） 
北米 

（百万円） 
アジア 

（百万円） 
欧州 

（百万円） 
計 

（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高               

(1）外部顧客に対する売

上高 
162,714 203,388 3,571 27,036 396,712 － 396,712 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
195,165 － 284,620 305 480,091 (480,091) － 

計 357,880 203,388 288,192 27,342 876,803 (480,091) 396,712 

営業費用 340,562 202,197 277,636 34,908 855,304 (479,359) 375,945 

営業利益又は営業損失

（△） 
17,317 1,190 10,555 △7,565 21,498 (732) 20,766 



【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

前連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米  ：米国、カナダ 

(2）アジア ：香港、シンガポール 

(3）欧州  ：ドイツ、イギリス、フランス 

(4）その他 ：オーストラリア 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  北米 アジア 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 103,335 4,477 33,527 2,468 143,808 

Ⅱ 連結売上高（百万円）         163,151 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
63.3 2.7 20.6 1.5 88.1 

  北米 アジア 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 102,340 3,640 28,933 2,527 137,441 

Ⅱ 連結売上高（百万円）         156,317 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
65.5 2.3 18.5 1.6 87.9 

  北米 アジア 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 277,103 8,637 67,279 5,326 358,346 

Ⅱ 連結売上高（百万円）         396,712 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
69.8 2.2 17.0 1.3 90.3 



（１株当たり情報） 

 （注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 （注）２．１株当たり中間純利益又は１株当たり中間（当期）純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純

利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額 5,738円76銭

１株当たり中間純利益 203円50銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益 
203円23銭

１株当たり純資産額 5,175円32銭

１株当たり中間純損失 124円52銭

  なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、１株当

たり中間純損失であり、また、希薄

化効果を有している潜在株式が存在

しないため記載しておりません。 

１株当たり純資産額 5,484円38銭

１株当たり当期純損失 107円01銭

  なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、潜在株

式は存在するものの１株当たり当期

純損失であるため記載しておりませ

ん。  

  
前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日) 

純資産の部の合計額（百万円） 197,303 176,825 187,361 

純資産の部の合計額から控除する金額

（百万円） 
343 381 380 

（うち少数株主持分） （343） （381） （380）

普通株式に係る中間期末（期末）の 

純資産額（百万円） 
196,960 176,444 186,980 

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た中間期末（期末）の普通株式の数 

（千株） 

34,321 34,093 34,093 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

１株当たり中間純利益又は１株当たり

中間（当期）純損失 
      

中間純利益又は中間（当期）純損失

（△）（百万円） 
6,990 △4,245 △3,665 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － － 

普通株式に係る中間純利益又は中間

（当期）純損失（△）（百万円） 
6,990 △4,245 △3,665 

期中平均株式数（千株） 34,350 34,093 34,252 

        

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益 
      

中間（当期）純利益調整額（百万円） － － － 

普通株式増加数（千株） 44 － － 

（うち新株予約権（千株）） （44） （－） （－）

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概要 

新株予約権５種類（新

株予約権の数15,100

個）を除いておりま

す。 

なお、詳細は「新株予

約権等の状況」に記載

しております。 

新株引受権１種類（新

株引受権の数311千

株）及び新株予約権５

種類（新株予約権の数

15,100個）を除いてお

ります。 

なお、詳細は「新株予

約権等の状況」に記載

しております。 

新株予約権５種類（新

株予約権の数15,100

個）を除いておりま

す。 

なお、詳細は「新株予

約権等の状況」に記載

しております。 



（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

(2）【その他】 

タックスヘイブン対策税制について 

 当社は、平成17年６月28日、大阪国税局より、当社の香港子会社（連結子会社）がタックスヘイブン対策税

制の適用除外要件を満たしていないとの判断により、平成14年３月期から平成16年３月期の３年間について当

社の香港子会社の所得を当社の所得の額とみなして合算課税するとの更正通知を受領いたしました。 

 なお、追徴税額は法人税、住民税及び事業税を含め16,651百万円（附帯税を含め19,184百万円）でありま

す。 

 当社は、この更正処分を不服として、平成17年８月24日、当局に対して異議申立てを行っておりましたが、

大阪国税局長は、平成18年６月27日、当社の異議申立てを棄却する異議決定をいたしました。この異議棄却決

定の理由は到底承服できるものではなかったため、当社は、平成18年７月25日に大阪国税不服審判所に対して

審査請求を行いました。 

 審査請求に基づく審理は継続中ですが、審査請求を行ってから３か月が経過し、取消訴訟を提訴できる状況

になりましたので、平成18年11月16日、大阪地方裁判所に対し更正処分の取消請求訴訟を提起いたしました。

現在、審査請求と裁判が同時並行で進んでおり、今後も当社の正当性を主張していく所存であります。 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金   29,479   35,597 17,677   

２．受取手形 ※３ 143   386 159   

３．売掛金   90,080   38,720 43,498   

４．たな卸資産   1,720   1,527 1,880   

５．繰延税金資産   2,371   2,438 1,273   

６．その他 ※4,5 2,023   2,921 3,901   

７．貸倒引当金   △88   △38 △102   

流動資産合計     125,731 61.5 81,553 55.8   68,288 57.2

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※１         

(1）建物及び構築
物 

  3,734   3,871 3,615   

(2）土地   4,086   4,086 4,086   

(3）その他   1,463   1,164 1,458   

有形固定資産合計   9,284   9,122 9,160   

２．無形固定資産           

(1）特許権   5,676   5,908 5,216   

(2）その他   595   450 529   

無形固定資産合計   6,272   6,358 5,746   

３．投資その他の資
産 

          

(1）投資有価証券   38,341   36,704 32,593   

(2）長期貸付金   3,618   19,789 9,987   

(3）長期仮払税金 ※６ 19,184   － －   

(4）その他   5,058   2,760 2,547   

(5）貸倒引当金   △3,163   △10,241 △8,972   

投資その他の資産
合計 

  63,038   49,012 36,154   

固定資産合計     78,595 38.5 64,494 44.2   51,061 42.8

資産合計     204,326 100.0 146,047 100.0   119,350 100.0 

            

 



    
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．買掛金   83,266   37,377 33,425   

２．未払金   4,515   7,243 5,030   

３．未払法人税等   5,648   7,815 3,285   

４．関係会社整理損失
引当金  

  2,459   195 －   

５．その他   2,013   1,906 2,088   

流動負債合計     97,902 47.9 54,537 37.3   43,829 36.7

Ⅱ 固定負債           

１．繰延税金負債   2,590   2,900 2,563   

２．退職給付引当金   768   538 641   

３．役員退職慰労引当
金 

  922   993 972   

４．その他   445   68 213   

固定負債合計     4,728 2.3 4,501 3.1   4,391 3.7

負債合計     102,630 50.2 59,039 40.4   48,220 40.4

            

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１．資本金     31,261 15.3 31,280 21.4   31,278 26.2

２．資本剰余金           

(1）資本準備金   32,787   32,806 32,805   

(2）その他資本剰余
金 

  438   438 438   

資本剰余金合計     33,226 16.3 33,245 22.8   33,243 27.9

３．利益剰余金           

(1）利益準備金   209   209 209   

(2）その他利益剰余
金 

          

固定資産圧縮積
立金 

  564   542 542   

別途積立金   43,400   23,400 43,400   

繰越利益剰余金   9,564   18,250 △17,174   

利益剰余金合計     53,738 26.3 42,402 29.1   26,978 22.6

４．自己株式     △22,033 △10.8 △24,338 △16.7   △24,336 △20.4

株主資本合計     96,193 47.1 82,590 56.6   67,164 56.3

Ⅱ 評価・換算差額等           

その他有価証券
評価差額金 

    5,502 2.7 4,417 3.0   3,965 3.3

評価・換算差額等合
計 

    5,502 2.7 4,417 3.0   3,965 3.3

純資産合計     101,695 49.8 87,007 59.6   71,129 59.6

負債純資産合計     204,326 100.0 146,047 100.0   119,350 100.0 

            



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     198,126 100.0 129,650 100.0   336,941 100.0 

Ⅱ 売上原価     171,842 86.7 116,662 90.0   296,312 87.9

売上総利益     26,283 13.3 12,988 10.0   40,629 12.1

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

    13,075 6.6 13,510 10.4   25,085 7.5

営業利益     13,207 6.7 △522 △0.4   15,543 4.6

Ⅳ 営業外収益 ※１   357 0.1 24,944 19.3   1,927 0.5

Ⅴ 営業外費用 ※２   460 0.2 234 0.2   153 0.0

経常利益     13,104 6.6 24,188 18.7   17,317 5.1

Ⅵ 特別利益 ※３   0 0.0 347 0.2   23 0.0

Ⅶ 特別損失 ※４   2,656 1.3 1,427 1.1   12,540 3.7

税引前中間（当
期）純利益 

    10,447 5.3 23,107 17.8   4,799 1.4

法人税、住民税及
び事業税 

※６ 4,928   6,643 4,729   

過年度法人税等 ※７ －   － 19,184   

法人税等調整額 ※６ △1,090 3,838 2.0 △835 5,807 4.5 1,035 24,950 7.4

中間純利益又は当
期純損失 

    6,609 3.3 17,299 13.3   △20,150 △6.0

            



③【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

 （注）平成18年５月の取締役会における利益処分項目であります。 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資
本合計 資本準

備金 

その他
資本剰
余金 

資本剰
余金合
計 

利益準
備金 

その他利益剰余金 
利益剰
余金合
計 

固定資
産圧縮
積立金 

別途積
立金 

繰越利
益剰余
金 

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
31,240 32,766 438 33,205 209 586 34,550 13,674 49,020 △21,214 92,252 

中間会計期間中の変動額                      

新株の発行 21 21   21             42 

固定資産圧縮積立金の取崩

し（注） 
          △21   21 －   － 

別途積立金の積立て（注）             8,850 △8,850 －   － 

剰余金の配当（注）               △1,891 △1,891   △1,891 

中間純利益               6,609 6,609   6,609 

自己株式の取得                   △818 △818 

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純

額） 

                      

中間会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
21 21 － 21 － △21 8,850 △4,110 4,717 △818 3,940 

平成18年９月30日 残高 

（百万円） 
31,261 32,787 438 33,226 209 564 43,400 9,564 53,738 △22,033 96,193 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

評価・換算差額
等合計 

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
8,348 8,348 100,601 

中間会計期間中の変動額      

新株の発行     42 

固定資産圧縮積立金の取崩

し（注） 
    － 

別途積立金の積立て（注）     － 

剰余金の配当（注）     △1,891 

中間純利益     6,609 

自己株式の取得     △818 

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純

額） 

△2,846 △2,846 △2,846 

中間会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
△2,846 △2,846 1,094 

平成18年９月30日 残高 

（百万円） 
5,502 5,502 101,695 



当中間会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資
本合計 資本準

備金 

その他
資本剰
余金 

資本剰
余金合
計 

利益準
備金 

その他利益剰余金 
利益剰
余金合
計 

固定資
産圧縮
積立金 

別途積
立金 

繰越利
益剰余
金 

平成19年３月31日 残高 

（百万円） 
31,278 32,805 438 33,243 209 542 43,400 △17,174 26,978 △24,336 67,164 

中間会計期間中の変動額                      

新株の発行 1 1   1             2 

別途積立金の積立て             △20,000 20,000 －   － 

剰余金の配当               △1,875 △1,875   △1,875 

中間純利益               17,299 17,299   17,299 

自己株式の取得                   △1 △1 

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純

額） 

                      

中間会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
1 1 － 1 － － △20,000 35,424 15,424 △1 15,426 

平成19年９月30日 残高 

（百万円） 
31,280 32,806 438 33,245 209 542 23,400 18,250 42,402 △24,338 82,590 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

評価・換算差額
等合計 

平成19年３月31日 残高 

（百万円） 
3,965 3,965 71,129 

中間会計期間中の変動額      

新株の発行     2 

別途積立金の積立て     － 

剰余金の配当     △1,875 

中間純利益     17,299 

自己株式の取得     △1 

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純

額） 

452 452 452 

中間会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
452 452 15,878 

平成19年９月30日 残高 

（百万円） 
4,417 4,417 87,007 



前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

 （注）平成18年５月の取締役会における利益処分項目であります。 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資
本合計 資本準

備金 

その他
資本剰
余金 

資本剰
余金合
計 

利益準
備金 

その他利益剰余金 
利益剰
余金合
計 

固定資
産圧縮
積立金 

別途積
立金 

繰越利
益剰余
金 

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
31,240 32,766 438 33,205 209 586 34,550 13,674 49,020 △21,214 92,252 

事業年度中の変動額                      

新株の発行 38 38   38             76 

固定資産圧縮積立金の取崩

し（注） 
          △21   21 －   － 

固定資産圧縮積立金の取崩

し 
          △21   21 －   － 

別途積立金の積立て（注）             8,850 △8,850 －   － 

剰余金の配当（注）               △1,891 △1,891   △1,891 

当期純損失               △20,150 △20,150   △20,150 

自己株式の取得                   △3,122 △3,122 

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額） 
                      

事業年度中の変動額合計 

（百万円） 
38 38 － 38 － △43 8,850 △30,848 △22,042 △3,122 △25,088 

平成19年３月31日 残高 

（百万円） 
31,278 32,805 438 33,243 209 542 43,400 △17,174 26,978 △24,336 67,164 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

評価・換算差額
等合計 

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
8,348 8,348 100,601 

事業年度中の変動額      

新株の発行     76 

固定資産圧縮積立金の取崩

し（注） 
    － 

固定資産圧縮積立金の取崩

し 
    － 

別途積立金の積立て（注）     － 

剰余金の配当（注）     △1,891 

当期純損失     △20,150 

自己株式の取得     △3,122 

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額） 
△4,383 △4,383 △4,383 

事業年度中の変動額合計 

（百万円） 
△4,383 △4,383 △29,472 

平成19年３月31日 残高 

（百万円） 
3,965 3,965 71,129 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 

 子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は

移動平均法により算定） 

(1）有価証券 

 子会社株式及び関連会社株式 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

(1）有価証券 

 子会社株式及び関連会社株式 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動

平均法により算定） 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

  (2）たな卸資産 

 製品及び仕掛品 

総平均法による原価法 

 原材料 

先入先出法による原価法 

(2）たな卸資産 

 製品及び仕掛品 

同左 

 原材料 

同左 

(2）たな卸資産 

 製品及び仕掛品 

同左 

 原材料 

同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

定率法 

 ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（附属設備を

除く）については、定額法を採

用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

 建物及び構築物  ３～50年 

 工具、器具及び備品２～20年 

(1）有形固定資産 

定率法 

 ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（附属設備を

除く）については、定額法を採

用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

 建物及び構築物  ３～50年 

 工具、器具及び備品２～20年 

(1）有形固定資産 

定率法 

 ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（附属設備を

除く）については、定額法を採

用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

 建物及び構築物  ３～50年 

 工具、器具及び備品２～20年 

    （会計方針の変更） 

 法人税法の改正に伴い、当中

間会計期間より、平成19年４月

１日以降に取得した有形固定資

産について、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に変更

しております。 

 これによる損益に与える影響

は軽微であります。 

（追加情報） 

 法人税法改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した資産

については、改正前の法人税法

に基づく減価償却の方法の適用

により取得価額の５％に到達し

た事業年度の翌事業年度より、

取得価額の５％相当額と備忘価

額との差額を５年間にわたり均

等償却し、減価償却費に含めて

計上しております。 

 これによる損益に与える影響

は軽微であります。 

 

  (2）無形固定資産 

定額法 

 なお、のれんについては、５

年間で均等償却を行っておりま

す。また、特許権については、

経済的使用可能予測期間、自社

利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間

（５年）に基づいております。 

(2）無形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

同左 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別

に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末に

おいて発生していると認められ

る額を計上しております。  

 過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（10年）による

定額法により費用処理しており

ます。 

 数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数（10年）による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発生の

翌事業年度から費用処理するこ

ととしております。 

(2）退職給付引当金 

同左 

(2）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上しております。 

 過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（10年）による

定額法により費用処理しており

ます。 

 数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数（10年）による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発生の

翌事業年度から費用処理するこ

ととしております。 

  (3）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備

えるため、内規に基づく中間期

末要支給額を計上しておりま

す。 

(3）役員退職慰労引当金 

同左 

(3）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備

えるため、内規に基づく期末要

支給額を計上しております。 

  (4）関係会社整理損失引当金 

 関係会社の整理に伴う損失に

備えるため、損失見込額を計上

しております。 

(4）関係会社整理損失引当金 

同左 

───── 

４．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

同左 同左 

５．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

 消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

 消費税等の会計処理 

同左 

 消費税等の会計処理 

同左 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更  

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当中間会計期間より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号 平成

17年12月９日）及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用

指針第８号 平成17年12月９日）を

適用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当

する金額は101,695百万円でありま

す。 

 なお、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部について

は、中間財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。 

───── （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当事業年度より、「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号 平成17

年12月９日）及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準適用指

針第８号 平成17年12月９日）を適

用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当

する金額は71,129百万円でありま

す。 

 なお、当事業年度における貸借対

照表の純資産の部については、財務

諸表等規則の改正に伴い、改正後の

財務諸表等規則により作成しており

ます。 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前事業年度末 
（平成19年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は

8,408百万円であります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は

8,386百万円であります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は

8,564百万円であります。 

 ２．保証債務 

関係会社について、金融機関からの借

入に対し債務保証を行っております。 

ＤＸアンテナ㈱   5,632百万円

 ２．保証債務 

関係会社について、金融機関からの借

入に対し債務保証を行っております。 

ＤＸアンテナ㈱   4,908百万円

 ２．保証債務 

関係会社について、金融機関からの借

入に対し債務保証を行っております。 

ＤＸアンテナ㈱   5,270百万円

※３．中間会計期間末日満期手形 

 中間会計期間末日満期手形の会計処理

については、手形交換日をもって決済処

理をしております。 

 なお、当中間会計期間の末日は金融機

関の休日であったため、次の満期手形が

中間会計期間末日残高に含まれておりま

す。 

※３．中間会計期間末日満期手形 

 中間会計期間末日満期手形の会計処理

については、手形交換日をもって決済処

理をしております。 

 なお、当中間会計期間の末日は金融機

関の休日であったため、次の満期手形が

中間会計期間末日残高に含まれておりま

す。 

※３．事業年度末日満期手形 

 事業年度末日満期手形の会計処理につ

いては、手形交換日をもって決済処理を

しております。 

 なお、当事業年度の末日は金融機関の

休日であったため、次の満期手形が当事

業年度末日残高に含まれております。 

  

受取手形   2百万円 受取手形   5百万円 受取手形   5百万円

※４．消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、流動資産の「その他」に含め

て表示しております。 

※４．消費税等の取扱い 

同左 

───── 

───── ───── ※５．その他（未収金） 

 平成19年３月15日付で締結した株式売

買契約に基づく株式売却代金（2,046百

万円）について、当初の回収期限は平成

19年５月末日でありましたが、６月末日

に変更されております。 

※６．タックスヘイブン対策税制適用に基づ

く更正処分 

   当社は、平成17年６月28日、大阪国税

局より、当社の香港子会社（連結子会

社）がタックスヘイブン対策税制の適用

除外要件を満たしていないとの判断によ

り、第50期（平成14年３月期）から第52

期（平成16年３月期）の３年間について

当社の香港子会社の所得を当社の所得の

額とみなして合算課税するとの更正通知

を受領いたしました。なお、追徴税額は

法人税、住民税及び事業税を含め16,651

百万円（附帯税を含め19,184百万円）で

ありますが、当局の処分は事実誤認によ

る不当な課税と考え、平成17年８月24

日、当局に対して異議申立てを行いまし

たが、大阪国税局長は、平成18年６月27

日、当社の異議申立てを棄却する異議決

定をいたしました。これを受け、平成18

年７月25日、大阪国税不服審判所に対し

て審査請求を行っておりますが、審査請

求を行ってから３か月が経過し、取消訴

訟を提訴できる状況になりましたので、

平成18年11月16日、大阪地方裁判所に対

し更正処分の取消請求訴訟を提起いたし

ました。審理等の過程において、当社の

税務処理の正当性が明らかになると考え

ており、この追徴税額を中間貸借対照表

上の「投資その他の資産」の「長期仮払 

 ６．タックスヘイブン対策税制適用に基づ

く更正処分 

当社は、平成17年６月28日、大阪国税

局より、当社の香港子会社（連結子会

社）がタックスヘイブン対策税制の適用

除外要件を満たしていないとの判断によ

り、平成14年３月期から平成16年３月期

の３年間について当社の香港子会社の所

得を当社の所得の額とみなして合算課税

するとの更正通知を受領いたしました。 

 追徴税額は法人税、住民税及び事業税

を含め16,651百万円（附帯税を含め

19,184百万円）であり、当社は、この更

正処分を不服として、大阪国税不服審判

所に対して審査請求を、大阪地方裁判所

に対して更正処分の取消請求訴訟を提起

し、現在、審査請求と裁判が同時並行で

進んでおります。 

 ご参考までに調査対象年度の翌事業年

度である平成17年３月期から平成19年３

月期までの３年間の香港子会社の所得に

日本と香港の税率差を乗じた金額は法人

税、住民税及び事業税の合計で約11,100

百万円と計算されます。 

───── 

 



前中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前事業年度末 
（平成19年３月31日） 

  税金」として計上しております。なお、

本税制は対象となる外国法人の各事業年

度終了の時の現況によって判定されます

ので、ご参考までに調査対象年度の翌事

業年度である第53期（平成17年３月期）

以降、当社の香港子会社の所得について

当該税制による影響額を試算した場合、

第53期（平成17年３月期）及び第54期

（平成18年３月期）の法人税、住民税及

び事業税はそれぞれ約42億円、約54億円

と見積もられます。この影響額につきま

しては、上記理由により現時点では、会

計処理を行っておりません。 

   



（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１．営業外収益のうち主要なものは次のと

おりであります。 

※１．営業外収益のうち主要なものは次のと

おりであります。 

※１．営業外収益のうち主要なものは次のと

おりであります。 

受取利息   136百万円

有価証券利息   34 

受取配当金   95 

受取利息   672百万円

受取配当金   23,960 

受取利息   648百万円

有価証券利息   34 

受取配当金   102 

為替差益   1,011 

※２．営業外費用のうち主要なものは次のと

おりであります。 

※２．営業外費用のうち主要なものは次のと

おりであります。 

※２．営業外費用のうち主要なものは次のと

おりであります。 

為替差損   442百万円 支払手数料   132百万円 投資事業組合運用損   129百万円

───── ※３．特別利益のうち主要なものは次のとお

りであります。 

───── 

  投資有価証券売却益   343百万円  

※４．特別損失のうち主要なものは次のとお

りであります。 

※４．特別損失のうち主要なものは次のとお

りであります。 

※４．特別損失のうち主要なものは次のとお

りであります。 

関係会社整理損失引当

金繰入額 

  2,459百万円 固定資産除却損の内訳   

工具、器具及び備品  27百万円

その他   0 

計   27 

関係会社貸倒引当金繰

入額 

  1,184 

固定資産除却損の内訳    

建物及び構築物   0百万円

機械及び装置   5 

工具、器具及び備品   11 

その他   0 

計   17 

関係会社貸倒引当金繰

入額 

  5,802 

関係会社出資金評価損   2,789 

関係会社整理損失   2,992 

 ５．減価償却実施額は次のとおりでありま

す。 

 ５．減価償却実施額は次のとおりでありま

す。 

 ５．減価償却実施額は次のとおりでありま

す。 

有形固定資産   400百万円

無形固定資産   554 

有形固定資産   353百万円

無形固定資産   570 

有形固定資産   800百万円

無形固定資産   1,110 

※６．中間会計期間の納付税額及び法人税等

調整額は当事業年度において予定してい

る固定資産圧縮積立金の取崩しを前提と

して、当中間会計期間に係る金額を計算

しております。 

※６．      同左 ───── 

───── ───── ※７．タックスヘイブン対策税制適用に基づ

く追徴税額の会計処理 

    当社は、平成17年６月28日、大阪国税

局より、当社の香港子会社（連結子会

社）がタックスヘイブン対策税制の適用

除外要件を満たしていないとの判断によ

り、平成14年３月期から平成16年３月期

の３年間について当社の香港子会社の所

得を当社の所得の額とみなして合算課税

するとの更正通知を受領いたしました。 

 なお、追徴税額は法人税、住民税及び

事業税を含め16,651百万円（附帯税を含

めて19,184百万円）であります。  

    当社は、この更正処分を不服として、

平成17年８月24日、当局に対して異議申

立てを行っておりましたが、大阪国税局

長は、平成18年６月27日、当社の異議申

立てを棄却する異議決定をいたしまし

た。この異議棄却決定の理由は到底承服

できるものではなかったため、当社は、

平成18年７月25日に大阪国税不服審判所

に対して審査請求を行いました。 

 



前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

    審査請求に基づく審理は継続中です

が、審査請求を行ってから３か月が経過

し、取消訴訟を提訴できる状況になりま

したので、平成18年11月16日、大阪地 

方裁判所に対し更正処分の取消請求訴訟

を提起いたしました。現在、審査請求と

裁判が同時並行で進んでおります。 

    審理等の過程において、当社の税務処

理の正当性が明らかになると考えてお

り、前事業年度において、この追徴税額

を貸借対照表上の「投資その他の資産」

の「長期仮払税金」に計上しておりまし

たが、「諸税金に関する会計処理及び表

示に係る監査上の取扱い」（日本公認会

計士協会 監査・保証実務委員会報告第

63号）が平成19年３月８日付けで改正さ

れ、追徴税額の会計処理方法が明文化さ

れたため、当事業年度に「過年度法人税

等」として費用処理いたしました。 

    なお、本税制は対象となる外国法人の

各事業年度終了の時の現況によって判定

されますので、ご参考までに調査対象年

度の翌事業年度である平成17年３月期か

ら平成19年３月期までの３年間の当社の

香港子会社の所得について当該税制によ

る影響額を試算した場合、法人税、住民

税及び事業税は合計で約14,300百万円と

見積もられます。この影響額につきまし

ては、上記理由により現時点では、会計

処理を行っておりません。 



（中間株主資本等変動計算書関係） 

前中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加78千株は、取締役会決議に基づく取得78千株及び単元未満株式の買取りによ

る増加０千株であります。 

当中間会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによる増加０千株であります。 

前事業年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加309千株は、取締役会決議に基づく取得309千株及び単元未満株式の買取りに

よる増加０千株であります。 

 
前事業年度末株式数

（千株） 
当中間会計期間増加
株式数（千株） 

当中間会計期間減少
株式数（千株） 

当中間会計期間末株
式数（千株） 

普通株式（注） 1,701 78 － 1,779 

合計 1,701 78 － 1,779 

 
前事業年度末株式数

（千株） 
当中間会計期間増加
株式数（千株） 

当中間会計期間減少
株式数（千株） 

当中間会計期間末株
式数（千株） 

普通株式（注） 2,010 0 － 2,010 

合計 2,010 0 － 2,010 

 
前事業年度末株式数

（千株） 
当事業年度増加株式
数（千株） 

当事業年度減少株式
数（千株） 

当事業年度末株式数
（千株） 

普通株式（注） 1,701 309 － 2,010 

合計 1,701 309 － 2,010 



（リース取引関係） 

（有価証券関係） 

 前中間会計期間末、当中間会計期間末及び前事業年度末のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時

価のあるものはありません。 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び中間期末残高相

当額 

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び中間期末残高相

当額 

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び期末残高相当額 

  
取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

中間期末
残高相当
額 
(百万円) 

工具、器
具及び備
品 

933 465 467 

その他 7 1 6 

合計 940 466 473 

  
取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額相
当額 
(百万円)

中間期末
残高相当
額 
(百万円)

工具、器
具及び備
品 

1,039 508 531

その他 7 2 4

合計 1,046 510 536

取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円)

工具、器
具及び備
品 

1,139 595 543

その他 7 1 5

合計 1,146 597 549

② 未経過リース料中間期末残高相

当額等 

未経過リース料中間期末残高相

当額 

② 未経過リース料中間期末残高相

当額等 

未経過リース料中間期末残高相

当額 

② 未経過リース料期末残高相当額

等 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内   197百万円

１年超   258 

合計   456 

１年内   217百万円

１年超   320 

合計   538 

１年内   207百万円

１年超   329 

合計   536 

③ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損失 

③ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損失 

③ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料   125百万円

減価償却費相当額   121 

支払利息相当額   1 

支払リース料   124百万円

減価償却費相当額  121 

支払利息相当額   3 

支払リース料   253百万円

減価償却費相当額   252 

支払利息相当額   3 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

⑤ 利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相当

額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。 

⑤ 利息相当額の算定方法 

同左 

⑤ 利息相当額の算定方法 

同左 

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失

はありません。 

（減損損失について） 

同左 

（減損損失について） 

同左 



（１株当たり情報） 

 （注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 （注）２．１株当たり中間純利益又は１株当たり当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算

定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額 2,963円08銭

１株当たり中間純利益 192円41銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益 
192円16銭

１株当たり純資産額 2,552円04銭

１株当たり中間純利益 507円43銭

  なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、希薄化

効果を有している潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。 

１株当たり純資産額 2,086円30銭

１株当たり当期純損失 588円29銭

  なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、潜在株

式は存在するものの１株当たり当期

純損失であるため記載しておりませ

ん。 

  
前中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前事業年度末 
(平成19年３月31日) 

純資産の部の合計額（百万円） 101,695 87,007 71,129 

純資産の部の合計額から控除する金額

（百万円） 
－ － － 

普通株式に係る中間期末（期末）の 

純資産額（百万円） 
101,695 87,007 71,129 

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た中間期末（期末）の普通株式の数 

（千株） 

34,321 34,093 34,093 

  
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

１株当たり中間純利益又は１株当たり

当期純損失 
      

中間純利益又は当期純損失（△） 

（百万円） 
6,609 17,299 △20,150 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － － 

普通株式に係る中間純利益又は当期純

損失（△）（百万円） 
6,609 17,299 △20,150 

期中平均株式数（千株） 34,350 34,093 34,252 

        

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益 
      

中間（当期）純利益調整額（百万円） － － － 

普通株式増加数（千株） 44 － － 

（うち新株予約権（千株）） （44） （－） （－）

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概要 

新株予約権５種類（新

株予約権の数15,100

個）を除いておりま

す。 

なお、詳細は「新株予

約権等の状況」に記載

しております。 

新株引受権１種類（新

株引受権の数311千

株）及び新株予約権５

種類（新株予約権の数

15,100個）を除いてお

ります。 

なお、詳細は「新株予

約権等の状況」に記載

しております。 

新株予約権５種類（新

株予約権の数15,100

個）を除いておりま

す。 

なお、詳細は「新株予

約権等の状況」に記載

しております。 



（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 



(2）【その他】 

タックスヘイブン対策税制について 

 当社は、平成17年６月28日、大阪国税局より、当社の香港子会社（連結子会社）がタックスヘイブン対策税

制の適用除外要件を満たしていないとの判断により、平成14年３月期から平成16年３月期の３年間について当

社の香港子会社の所得を当社の所得の額とみなして合算課税するとの更正通知を受領いたしました。 

 なお、追徴税額は法人税、住民税及び事業税を含め16,651百万円（附帯税を含め19,184百万円）でありま

す。 

 当社は、この更正処分を不服として、平成17年８月24日、当局に対して異議申立てを行っておりましたが、

大阪国税局長は、平成18年６月27日、当社の異議申立てを棄却する異議決定をいたしました。この異議棄却決

定の理由は到底承服できるものではなかったため、当社は、平成18年７月25日に大阪国税不服審判所に対して

審査請求を行いました。 

 審査請求に基づく審理は継続中ですが、審査請求を行ってから３か月が経過し、取消訴訟を提訴できる状況

になりましたので、平成18年11月16日、大阪地方裁判所に対し更正処分の取消請求訴訟を提起いたしました。

現在、審査請求と裁判が同時並行で進んでおり、今後も当社の正当性を主張していく所存であります。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度（第55期）（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

  

平成19年６月21日 

関東財務局長に提出 

  

(2）臨時報告書 

証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項

第12号及び第19号（財政状態及び経営成績に著しい影響を与える事象）の規定に基

づく臨時報告書 

  

平成19年４月13日 

関東財務局長に提出 

(3）臨時報告書 

証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項

第12号（財政状態及び経営成績に著しい影響を与える事象）の規定に基づく臨時報

告書 

  

平成19年５月10日 

関東財務局長に提出 

(4）自己株券買付状況報告書 

  

  

  

  

平成19年４月11日  

平成19年５月11日   

平成19年６月７日   

平成19年７月６日   

関東財務局長に提出  



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１８年１２月１４日

船 井 電 機 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている船井電機株式会社の

平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月３

０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中

間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任

は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表

には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理

的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われ

ている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠し

て、船井電機株式会社及び連結子会社の平成１８年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成

１８年４月１日から平成１８年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているもの

と認める。 
  
追記情報 

 注記事項（中間連結貸借対照表関係）「※３．タックスヘイブン対策税制適用に基づく更正処分」に記載されているとおり、会社

は、香港子会社へのタックスヘイブン対策税制の適用に関する大阪国税局の更正処分に対して、平成17年8月24日に当局に異議申立て

を行ったが、大阪国税局長は平成18年6月27日に異議申立てを棄却する異議決定を行った。これを受け会社は、平成18年7月25日、大

阪国税不服審判所に対して審査請求を行い、さらに平成18年11月16日、大阪地方裁判所に対し更正処分の取消請求訴訟を提起した。

なお、会社は追徴税額19,184百万円（附帯税を含む）については、中間連結貸借対照表上の「投資その他の資産」の「長期仮払税

金」として計上し、調査対象年度の翌連結会計年度である第53期（平成17年3月期）以降の当該税制による影響額については会計処理

を行っていない。 
  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 
  

以  上 
  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

み す ず 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 仲 里 新 光 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 植 田 益 司 

      



独立監査人の中間監査報告書 

  平成19年12月20日 

船 井 電 機 株 式 会 社  

  取締役会 御中      

  監査法人 ト ー マ ツ  

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 木 村 文 彦   印 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 白 井   弘   印 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 溝 口 聖 規   印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

る船井電機株式会社の平成19年4月1日から平成20年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成19年4月1日か

ら平成19年9月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株

主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、船井電機株式会社及び連結子会社の平成19年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結

会計期間（平成19年4月1日から平成19年9月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を

表示しているものと認める。 

追記情報 

 注記事項（中間連結貸借対照表関係）に記載されているとおり、タックスヘイブン対策税制適用に基づく更正処分に関

する記載がある。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。  

以 上 

  

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。 



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１８年１２月１４日

船 井 電 機 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている船井電機株式会社の

平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの第５５期事業年度の中間会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月３

０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行

った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること

にある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、船井電

機株式会社の平成１８年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９

月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 
  
追記情報 

 注記事項（中間貸借対照表関係）「※５．タックスヘイブン対策税制適用に基づく更正処分」に記載されているとおり、会社は、

香港子会社へのタックスヘイブン対策税制の適用に関する大阪国税局の更正処分に対して、平成17年8月24日に当局に異議申立てを行

ったが、大阪国税局長は平成18年6月27日に異議申立てを棄却する異議決定を行った。これを受け会社は、平成18年7月25日、大阪国

税不服審判所に対して審査請求を行い、さらに平成18年11月16日、大阪地方裁判所に対し更正処分の取消請求訴訟を提起した。な

お、会社は追徴税額19,184百万円（附帯税を含む）については、中間貸借対照表上の「投資その他の資産」の「長期仮払税金」とし

て計上し、調査対象年度の翌事業年度である第53期（平成17年3月期）以降の当該税制による影響額については会計処理を行っていな

い。 
  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 
  

以  上 
  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

み す ず 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 仲 里 新 光 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 植 田 益 司 

      



独立監査人の中間監査報告書 

  平成19年12月20日 

船 井 電 機 株 式 会 社  

  取締役会 御中      

  監査法人 ト ー マ ツ  

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 木 村 文 彦   印 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 白 井   弘   印 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 溝 口 聖 規   印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

る船井電機株式会社の平成19年4月1日から平成20年3月31日までの第56期事業年度の中間会計期間（平成19年4月1日から

平成19年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算

書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財

務諸表に対する意見を表明することにある。 

  当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

  当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、船井電機株式会社の平成19年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成19年4月1日から

平成19年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

 注記事項（中間貸借対照表関係）に記載されているとおり、タックスヘイブン対策税制適用に基づく更正処分に関する

記載がある。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

  

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。 


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容
	３関係会社の状況
	４従業員の状況

	第２事業の状況
	１業績等の概要
	２生産、受注及び販売の状況
	３対処すべき課題
	４経営上の重要な契約等
	５研究開発活動

	第３設備の状況
	１主要な設備の状況
	２設備の新設、除却等の計画

	第４提出会社の状況
	１株式等の状況
	(1）株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	(2）新株予約権等の状況
	(3）ライツプランの内容
	(4）発行済株式総数、資本金等の状況
	(5）大株主の状況
	(6）議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２株価の推移
	当該中間会計期間における月別最高・最低株価
	３役員の状況

	第５経理の状況
	１中間連結財務諸表等
	(1）中間連結財務諸表
	①中間連結貸借対照表
	②中間連結損益計算書
	③中間連結株主資本等変動計算書
	④中間連結キャッシュ・フロー計算書
	事業の種類別セグメント情報
	所在地別セグメント情報
	海外売上高

	(2）その他

	２中間財務諸表等
	(1）中間財務諸表
	①中間貸借対照表
	②中間損益計算書
	③中間株主資本等変動計算書

	(2）その他


	第６提出会社の参考情報

	第二部提出会社の保証会社等の情報

	監査報告書

	pageform1: 1/75
	pageform2: 2/75
	form1: EDINET提出書類  2007/12/21 提出
	form2: 船井電機株式会社(352115)
	form3: 半期報告書
	pageform3: 3/75
	pageform4: 4/75
	pageform5: 5/75
	pageform6: 6/75
	pageform7: 7/75
	pageform8: 8/75
	pageform9: 9/75
	pageform10: 10/75
	pageform11: 11/75
	pageform12: 12/75
	pageform13: 13/75
	pageform14: 14/75
	pageform15: 15/75
	pageform16: 16/75
	pageform17: 17/75
	pageform18: 18/75
	pageform19: 19/75
	pageform20: 20/75
	pageform21: 21/75
	pageform22: 22/75
	pageform23: 23/75
	pageform24: 24/75
	pageform25: 25/75
	pageform26: 26/75
	pageform27: 27/75
	pageform28: 28/75
	pageform29: 29/75
	pageform30: 30/75
	pageform31: 31/75
	pageform32: 32/75
	pageform33: 33/75
	pageform34: 34/75
	pageform35: 35/75
	pageform36: 36/75
	pageform37: 37/75
	pageform38: 38/75
	pageform39: 39/75
	pageform40: 40/75
	pageform41: 41/75
	pageform42: 42/75
	pageform43: 43/75
	pageform44: 44/75
	pageform45: 45/75
	pageform46: 46/75
	pageform47: 47/75
	pageform48: 48/75
	pageform49: 49/75
	pageform50: 50/75
	pageform51: 51/75
	pageform52: 52/75
	pageform53: 53/75
	pageform54: 54/75
	pageform55: 55/75
	pageform56: 56/75
	pageform57: 57/75
	pageform58: 58/75
	pageform59: 59/75
	pageform60: 60/75
	pageform61: 61/75
	pageform62: 62/75
	pageform63: 63/75
	pageform64: 64/75
	pageform65: 65/75
	pageform66: 66/75
	pageform67: 67/75
	pageform68: 68/75
	pageform69: 69/75
	pageform70: 70/75
	pageform71: 71/75
	pageform72: 72/75
	pageform73: 73/75
	pageform74: 74/75
	pageform75: 75/75


